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議案第１７号

柏市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

柏市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

  令和 ７年 ２月２１日提出

柏市長   太 田 和 美

提案理由

 建築基準法の改正に伴う建築確認の申請等に係る手数料の額の改

定，建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 の改正に伴

う建築物の住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に

係る手数料の制定，宅地造成等規制法の改正に伴う宅地造成等に関

する工事の許可の申請等に係る手数料の額の改定等を行いたいので

提案する。
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柏市条例第   号

柏市手数料条例の一部を改正する条例

 柏市手数料条例（平成１２年柏市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。  

別表第２項の表２の項ア中

「 「

１ 件 に つ き

８，０００円 

を

１ 件 に つ き

９，０００円 

に，「５００平方メートル以下」
１件につき１

２，０００円 

１件につき１

９，０００円 

１件につき１

８，０００円 

１件につき３

２，０００円 

 」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２４，０００円」を「４２，

０００円」に，「５００平方メートルを超え」を「３００平方メー

ト ル を 超 え 」 に ， 「 ４ ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ９ ， ０ ０ ０ 円 」 に ，

「６２，０００円」を「９８，０００円」に，

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え４，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

８２，０００

円 

床面積の合計が４，

０００平方メートル

を超え６，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき２

１４，０００

円 

床面積の合計が６，

０００平方メートル

を超え８，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき２

４６，０００

円 

床面積の合計が８，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

７８，０００

円 

を
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床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき３

３０，０００

円 

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき４

２０，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超え１００，

０００平方メートル

以下のとき 

１件につき６

００，０００

円 

床面積の合計が１０

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき８

００，０００

円 

」

「

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

７７，０００

円 

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき４

０６，０００

円 

に改め，同項アの摘要中

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき７

９１，０００

円 

  」

「

７ 指定確認検査機関の確認を受け

た計画の変更をして建築物の新築

等又は移転等をする場合であっ

て，当該申請をする直前に当該建

築物についてした建築基準法第６

条第１項の規定による工事（当該

指定確認検査機関の確認を受けた

後にしたものに限る。）について

同法第７条の３第５項の規定によ

る中間検査合格証の交付（以下

「建築主事中間検査合格証交付」

という。）を受けているときの上 

を
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 の区分における床面積の合計は，

当該計画の変更に係る部分の床面

積の２分の１の面積（床面積を増

加する部分にあっては，当該増加

する部分の床面積）について算定

する。 

 

             」  

「  

７ 指定確認検査機関の確認を受け

た計画の変更をして建築物の新築

等又は移転等をする場合であっ

て，当該申請をする直前に当該建

築物についてした建築基準法第６

条第１項の規定による工事（当該

指定確認検査機関の確認を受けた

後にしたものに限る。）について

同法第７条の３第５項の規定によ

る中間検査合格証の交付（以下

「建築主事中間検査合格証交付」

という。）を受けているときの上

の区分における床面積の合計は，

当該計画の変更に係る部分の床面

積の２分の１の面積（床面積を増

加する部分にあっては，当該増加

する部分の床面積）について算定

する。 

８ 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成２７年

法律第５３号。以下「建築物省エ

ネ法」という。）第１１条第１項

ただし書の適用を受ける場合（建

築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則（平成２

８年国土交通省令第５号）第２条

第１項第１号に該当する場合に限

る。）における確認申請手数料の

額は，上の区分により算定した手

数料の額に６６の２の項に掲げる

区分により算定した手数料の額を

加えた額とする。 

 に改め，同表２の２の項ア中  

             」  

「        「  

１ 件 に つ き

８，０００円 
 

１ 件 に つ き

９，０００円 
 

１件につき１

２，０００円 
 を  

１件につき１

９，０００円 
 に，「５００平方メートル以下」  

１件につき１  １件につき３  
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８，０００円  ２，０００円  

       」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２４，０００円」を「４２，

０００円」に，「５００平方メートルを超え」を「３００平方メー

ト ル を 超 え 」 に ， 「 ４ ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ９ ， ０ ０ ０ 円 」 に ，

「６２，０００円」を「９８，０００円」に，  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え４，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

８２，０００

円 

 

床面積の合計が４，

０００平方メートル

を超え６，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき２

１４，０００

円 

 

床面積の合計が６，

０００平方メートル

を超え８，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき２

４６，０００

円 

床面積の合計が８，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

７８，０００

円 

 

 
 
 を  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき３

３０，０００

円 

 

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき４

２０，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超え１００，

０００平方メートル

以下のとき 

１件につき６

００，０００

円 

床面積の合計が１０

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき８

００，０００

円 

             」  
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「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

７７，０００

円 

 に改め，同項アの摘要中  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき４

０６，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき７

９１，０００

円 

             」  

「  

１ 建築物の新築等をする場合（摘

要の２及び４に規定する場合を除

く。）の上の区分における床面積

の合計は，当該新築等に係る部分

の床面積について算定する。 

２ 特定既存不適格建築物の増築

（当該特定既存不適格建築物と同

一の敷地内においてする当該特定

既存不適格建築物と別棟をなすと

認められる建築物の増築を除

く。）又は改築をする場合（摘要

の４に規定する場合を除く。）の

上の区分における床面積の合計

は，当該増築又は改築に係る部分

の床面積に，当該特定既存不適格

建築物の床面積から当該増築又は

改築に係る部分の床面積を控除し

た面積の２分の１の面積を加えた

面積について算定する。 

３ 建築物の移転等をする場合（摘

要の４に規定する場合を除く。）

の上の区分における床面積の合計

は，当該移転等に係る部分の床面

積の２分の１の面積について算定

する。 

４ 建築基準法第１８条第３項の規

定による確認済証の交付（３の２

の項及び４の２の項において「確

認済証交付」という。）を受けた

建築物の計画の変更をして建築物

の新築等又は移転等をする場合の

上の区分における床面積の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 を  
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 は，当該計画の変更に係る部分の

床面積の２分の１の面積（床面積

を増加する部分にあっては，当該

増加する部分の床面積）について

算定する。 

 

             」  

「  

１ 建築物の新築等をする場合（摘

要の２及び４から７までに規定す

る場合を除く。）の上の区分にお

ける床面積の合計は，当該新築等

に係る部分の床面積について算定

する。 

２ 特定既存不適格建築物の増築

（当該特定既存不適格建築物と同

一の敷地内においてする当該特定

既存不適格建築物と別棟をなすと

認められる建築物の増築を除

く。）又は改築をする場合（摘要

の４から７までに規定する場合及

び当該通知をする直前に当該特定

既存不適格建築物についてした建

築基準法第６条第１項の規定によ

る工事について同法第１８条第２

２項の規定による検査済証の交付

（以下「建築主事計画通知検査済

証交付」という。）を受けている

場合を除く。）の上の区分におけ

る床面積の合計は，当該増築又は

改築に係る部分の床面積に，当該

特定既存不適格建築物の床面積か

ら当該増築又は改築に係る部分の

床面積を控除した面積の２分の１

の面積を加えた面積について算定

する。 

３ 建築物の移転等をする場合（摘

要の４から７までに規定する場合

を除く。）の上の区分における床

面積の合計は，次に掲げるところ

により算定する。 

 (1) 当該通知をする直前に当該建

築物についてした建築基準法第

６条第１項の規定による工事に

ついて建築主事計画通知検査済

証交付を受けているときは，当

該移転等に係る部分の床面積の

２分の１の面積について算定す

る。 
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 (2) （１）に掲げるとき以外のと

きは，当該移転等に係る部分の

床面積について算定する。 

４ 建築基準法第１８条第３項の規

定による確認済証の交付（以下

「建築主事計画通知確認済証交

付」という。）を受けた計画（計

画の変更をした場合にあっては，

当該変更（２回以上計画の変更を

した場合にあっては，そのうち最

後にした計画の変更）後の計画。

摘要の５において同じ。）の変更

をして建築物の新築等又は移転等

をする場合（摘要の５に規定する

ときを除く。）の上の区分におけ

る床面積の合計は，当該計画の変

更に係る部分の床面積の２分の１

の面積（床面積を増加する部分に

あっては，当該増加する部分の床

面積）について算定する。 

５ 建築主事計画通知確認済証交付

を受けた計画の変更をして建築物

の新築等又は移転等をする場合で

あって，当該通知をする直前に当

該建築物についてした建築基準法

第６条第１項の規定による工事

（当該建築主事計画通知確認済証

交付を受けた後にしたものに限

る。）について同法第１８条第３

４項の規定による中間検査合格証

の交付（以下「指定機関計画通知

中間検査合格証交付」という。）

を受けているときにおける計画通

知手数料の額は，次に掲げる建築

物の区分に応じ，それぞれに定め

る額とする。 

 (1) 特定既存不適格建築物 当該

計画の変更に係る部分の床面積

の合計について上の区分により

算定した手数料の額に，当該特

定既存不適格建築物の床面積

（当該特定既存不適格建築物と

同一の敷地内に当該特定既存不

適格建築物と別棟をなすと認め

られる建築物の増築をする場合

にあっては，当該増築をする建

築物の床面積。以下この項にお

いて同じ。）の合計について上

の区分により算定した手数料の

額の２分の１の額を加えた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に改め，同表３の項ア中  
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 (2) 特定既存不適格建築物以外の

建築物 当該計画の変更に係る

部分の床面積の合計について上

の区分により算定した手数料の

額に，当該建築物（当該計画の

変更に係る部分を除く。）の床

面積の合計の２分の１の面積に

ついて上の区分により算定した

手数料の額を加えた額 

６ 建築基準法第１８条第４項の規

定による確認済証の交付（以下

「指定機関計画通知確認済証交

付」という。）を受けた計画（計

画の変更をした場合にあっては，

当該変更（２回以上計画の変更を

した場合にあっては，そのうち最

後にした計画の変更）後の計画。

摘要の７において同じ。）の変更

をして建築物の新築等又は移転等

をする場合（摘要の７に規定する

ときを除く。）における計画通知

手数料の額は，次に掲げる建築物

の区分に応じ，それぞれに定める

額とする。 

 (1) 特定既存不適格建築物 当該

計画の変更に係る部分の床面積

の合計について上の区分により

算定した手数料の額に，当該特

定既存不適格建築物の床面積の

合計について上の区分により算

定した手数料の額の２分の１の

額を加えた額 

 (2) 特定既存不適格建築物以外の

建築物 当該計画の変更に係る

部分の床面積の合計について上

の区分により算定した手数料の

額に，当該建築物（当該計画の

変更に係る部分を除く。）の床

面積の合計の２分の１の面積に

ついて上の区分により算定した

手数料の額を加えた額 

７ 指定機関計画通知確認済証交付

を受けた計画の変更をして建築物

の新築等又は移転等をする場合で

あって，当該通知をする直前に当

該建築物についてした建築基準法

第６条第１項の規定による工事

（当該指定機関計画通知確認済証

交付を受けた後にしたものに限

る。）について同法第１８条第３ 
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 ０項の規定による中間検査合格証

の交付（以下「建築主事計画通知

中間検査合格証交付」という。）

を受けているときの上の区分にお

ける床面積の合計は，当該計画の

変更に係る部分の床面積の２分の

１の面積（床面積を増加する部分

にあっては，当該増加する部分の

床面積）について算定する。 

８ 建築物省エネ法第１２条第２項

ただし書の適用を受ける場合（建

築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則第２条第

１項第１号に該当する場合に限

る。）における計画通知手数料の

額は，上の区分により算定した手

数料の額に６６の２の項に掲げる

区分により算定した手数料の額を

加えた額とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             」  

「        「  

１基につき１

４，０００円 
 を  

１基につき２

２，０００円 
 に改め，同項イ中「この項，４の  

       」        」  

項，７の項及び８の項」を「この項及び４の項」に，  

「        「  

１ 基 に つ き

８，０００円 
 を  

１基につき１

０，０００円 
 に改め，同項ウ中  

       」        」  

「        「  

１基につき１

５，０００円 
 を  

１基につき２

２，０００円 
 に改め，同表３の２の項ア中「イ  

１基につき１

０，０００円 

１ 基 に つ き

８，０００円 

       」        」  

に規定する」を「イ又はウに規定する」に，  

「        「  

１基につき１

４，０００円 
 を  

１基につき２

２，０００円 
 に改め，同項中  

       」        」  

「  

イ 確認済証交付を受

けた建築設備の計画 

小荷物専用昇降機以

外の建築設備 

１ 基 に つ き

８，０００円  を  
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 の変更をして建築設

備を設ける場合 

小荷物専用昇降機 １ 基 に つ き

６，０００円 

 

                     」  

「  

イ 建築主事計画通知

確認済証交付を受け

た建築設備の計画

（計画の変更をした

場合にあっては，当

該変更（２回以上計

画の変更をした場合

にあっては，そのう

ち最後にした計画の

変更）後の計画。以

下この項及び４の２

の 項 に お い て 同

じ。）の変更をして

建築設備を設ける場

合 

小荷物専用昇降機以

外の建築設備 

１基につき１

０，０００円 

 に改め，同表４の  

小荷物専用昇降機 １ 基 に つ き

６，０００円 

ウ 指定機関計画通知

確認済証交付を受け

た建築設備の計画の

変更をして建築設備

を設ける場合 

小荷物専用昇降機以

外の建築設備 

１基につき２

２，０００円 

小荷物専用昇降機 １ 基 に つ き

８，０００円 

                     」  

項ア中  

「        「  

１基につき１

６，０００円 
 を  

１基につき１

９，０００円 
 に改め，同項ウ中  

       」        」  

「        「  

１基につき１

６，０００円 
 を  

１基につき１

９，０００円 
 に改め，同表４の２の項ア中「イ  

       」        」  

に規定する」を「イ又はウに規定する」に，  

「        「  

１基につき１

６，０００円 
 を  

１基につき１

９，０００円 
 に改め，同項中  

       」        」  

「  

イ 確認済証交付を受けた工作物の計画の変

更をして工作物を築造する場合 

１ 基 に つ き

８，０００円 
 を  

                     」  
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「  

イ 建築主事計画通知確認済証交付を受けた

工作物の計画の変更をして工作物を築造す

る場合 

１ 基 に つ き

８，０００円 

 に改め，同表５の  
ウ 指定機関計画通知確認済証交付を受けた

工作物の計画の変更をして工作物を築造す

る場合 

１基につき１

９，０００円 

                     」  

項ア中  

「        「  

１件につき１

４，０００円 

 を  

１件につき２

０，０００円 

 に，「５００平方メートル以下」  
１件につき１

６，０００円 

１件につき２

６，０００円 

１件につき２

２，０００円 

１件につき３

５，０００円 

       」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２８，０００円」を「５０，

０００円」に，「５００平方メートルを超え」を「３００平方メー

ト ル を 超 え 」 に ， 「 ４ ６ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ３ ， ０ ０ ０ 円 」 に ，

「６４，０００円」を「１０７，０００円」に，  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え４，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

５６，０００

円  

床面積の合計が４，

０００平方メートル

を超え６，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

７８，０００

円 

 

床面積の合計が６，

０００平方メートル

を超え８，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき２

００，０００

円 

 

床面積の合計が８，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

２２，０００

円 

 
 
 
 を  

床面積の合計が１

０，０００平方メー 

１件につき２

６０，０００ 
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トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のとき 

円  

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき３

４０，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超え１００，

０００平方メートル

以下のとき 

１件につき５

００，０００

円 

床面積の合計が１０

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき６

７０，０００

円 

             」  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき１

７１，０００

円 

 に改め，同表５の２の項ア中  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

６９，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき５

４７，０００

円 

             」  

「        「  

１件につき１

４，０００円 

 を  

１件につき２

０，０００円 

 に，「５００平方メートル以下」  
１件につき１

６，０００円 

１件につき２

６，０００円 

１件につき２

２，０００円 

１件につき３

５，０００円 

       」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２８，０００円」を「５０，

０００円」に，「５００平方メートルを超え」を「３００平方メー

ト ル を 超 え 」 に ， 「 ４ ６ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ３ ， ０ ０ ０ 円 」 に ，

「６４，０００円」を「１０７，０００円」に，  
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「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え４，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

５６，０００

円 

 

床面積の合計が４，

０００平方メートル

を超え６，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

７８，０００

円 

 

床面積の合計が６，

０００平方メートル

を超え８，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき２

００，０００

円 

 

床面積の合計が８，

０００平方メートル

を超え１０，０００ 

１件につき２

２２，０００

円 

 

平方メートル以下の

とき 

  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

６０，０００

円 

 

 
 
 を  

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき３

４０，０００

円 

 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超え１００，

０００平方メートル

以下のとき 

１件につき５

００，０００

円 

 

床面積の合計が１０

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき６

７０，０００

円 

 

（摘要） 

１ 建築物の新築等をする場合の上

の区分における床面積の合計は，

当該新築等に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物の移転等をする場合の上

の区分における床面積の合計は，

当該移転等に係る部分の床面積の

合計の２分の１の面積について算

定する。 
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             」  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき１

７１，０００

円 

 

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

６９，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき５

４７，０００

円 

（摘要） 

１ 建築物の新築等をする場合であ

って，当該新築等の計画（計画の

変更をした場合にあっては，当該

変更（２回以上計画の変更をした

場合にあっては，そのうち最後に

した計画の変更）後の計画。以下

この項において同じ。）について

建築主事計画通知確認済証交付を

受けているときの上の区分におけ

る床面積の合計は，当該新築等に

係る部分の床面積について算定す

る。 

２ 建築物の移転等をする場合であ

って，当該移転等の計画について

建築主事計画通知確認済証交付を

受けているときの上の区分におけ

る床面積の合計は，当該移転等に

係る部分の床面積の合計の２分の

１の面積について算定する。 

３ 建築物の新築等又は移転等をす

る場合であって当該新築等又は移

転等の計画について建築主事計画

通知確認済証交付を受けていない

ときにおける工事完了通知手数料

の額は，当該新築等又は移転等に

係る部分の床面積の合計について

上の区分により算定した手数料の

額に，当該建築物の床面積（当該

建築物と同一の敷地内に当該建築

物と別棟をなすと認められる建築

物の増築をする場合にあっては，

当該増築をする建築物の床面積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に改め，同表６の項ア中  
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 の合計について２の２の項アに掲

げる区分により算定した手数料の

額の２分の１の額を加えた額とす

る。 

 

             」  

「        「  

１件につき１

２，０００円 

 を  

１件につき１

８，０００円 

 に，「５００平方メートル以下」  
１件につき１

４，０００円 

１件につき２

３，０００円 

１件につき２

０，０００円 

１件につき３

３，０００円 

       」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２６，０００円」を「４８，

０００円」に，  

「  

床面積の合計が５０

０平方メートルを超

え１，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき４

４，０００円 
 を  

             」  

「  

床面積の合計が３０

０平方メートルを超

え１，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき８

０，０００円 
 に，「６２，０００円」を「１００，  

             」  

０００円」に，  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え４，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

４４，０００

円 

 

床面積の合計が４，

０００平方メートル

を超え６，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

６６，０００

円 

 

床面積の合計が６，

０００平方メートル

を超え８，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

８８，０００

円 

 

16



 

床面積の合計が８，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

１０，０００

円 

 

 

 

 を  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

４８，０００

円 

 

 

 

 

 

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき３

２０，０００

円 

 

 

 

 

 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超え１００，

０００平方メートル

以下のとき 

１件につき４

８０，０００

円 

 

 

 

 

 

床面積の合計が１０

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき６

５０，０００

円 

 

 

 

             」  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき１

５６，０００

円 

 に改め，同表６の２の項ア中  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

５５，０００

円 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき５

３２，０００

円 

             」  

「        「  

１件につき１

２，０００円 

 を  

１件につき１

８，０００円 

 に，「５００平方メートル以下」  
１件につき１

４，０００円 

１件につき２

３，０００円 

１件につき２

０，０００円 

１件につき３

３，０００円 
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       」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２６，０００円」を「４８，

０００円」に，  

「  

床面積の合計が５０

０平方メートルを超

え１，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき４

４，０００円 
 を  

             」  

「  

床面積の合計が３０

０平方メートルを超

え１，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき８

０，０００円 
 に，「６２，０００円」を「１００，  

             」  

０００円」に，  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え４，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

４４，０００

円 

 

床面積の合計が４，

０００平方メートル

を超え６，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

６６，０００

円 

 

床面積の合計が６，

０００平方メートル

を超え８，０００平

方メートル以下のと

き 

１件につき１

８８，０００

円 

 

床面積の合計が８，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき２

１０，０００

円 

 

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

４８，０００

円 

 

 

 

 を  

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え５０，０ 

１件につき３

２０，０００

円 
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００平方メートル以

下のとき 

  

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超え１００，

０００平方メートル

以下のとき 

１件につき４

８０，０００

円 

 

床面積の合計が１０

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき６

５０，０００

円 

 

（摘要） 

１ 建築物の新築等をする場合の上

の区分における床面積の合計は，

当該新築等に係る部分の床面積に

ついて算定する。 

２ 建築物の移転等をする場合の上

の区分における床面積の合計は，

当該移転等に係る部分の床面積の

合計の２分の１の面積について算

定する。 

 

             」  

「  

床面積の合計が２，

０００平方メートル

を超え１０，０００

平方メートル以下の

とき 

１件につき１

５６，０００

円 

 

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え５０，０

００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

５５，０００

円 

 

床面積の合計が５

０，０００平方メー

トルを超えるとき 

１件につき５

３２，０００

円 

 

（摘要） 

１ 建築物の新築等をする場合であ

って，次のいずれかに該当すると

きの上の区分における床面積の合

計は，当該新築等に係る部分の床

面積について算定する。 

(1) 当該新築等の計画（計画の変

更をした場合にあっては，当該

変更（２回以上計画の変更をし

た場合にあっては，そのうち最

後にした計画の変更。以下この

項において同じ。）後の計画）

について建築主事計画通知確認 
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 済証交付を受けているとき（当

該建築主事計画通知確認済証交

付を受けた時から当該通知をす

るまでの間に当該建築物につい

て特定工程に係る工事（２回以

上特定工程に係る工事をした場

合にあっては，そのうち最後に

したもの。以下この項において

同じ。）をした場合にあって

は，当該特定工程に係る工事に

ついて指定機関計画通知中間検

査合格証交付を受けているとき

を除く。） 

(2) 当該建築物についてした特定

工程に係る工事について建築主

事計画通知中間検査合格証交付

を受けているとき（当該建築主

事計画通知中間検査合格証交付

を受けた時から当該通知をする

までの間に当該新築等の計画の

変更をした場合にあっては，当

該変更後の計画について指定機

関計画通知確認済証交付を受け

ているときを除く。） 

２ 建築物の移転等をする場合であ

って，次のいずれかに該当すると

きの上の区分における床面積の合

計は，当該移転等に係る部分の床

面積の合計の２分の１の面積につ

いて算定する。 

(1) 当該移転等の計画（計画の変

更をした場合にあっては，当該

変更後の計画）について建築主

事計画通知確認済証交付を受け

ているとき（当該建築主事計画

通知確認済証交付を受けた時か

ら当該通知をするまでの間に当

該建築物について特定工程に係

る工事をした場合にあっては，

当該特定工程に係る工事につい

て指定機関計画通知中間検査合

格証交付を受けているときを除

く。） 

(2) 当該建築物についてした特定

工程に係る工事について建築主

事計画通知中間検査合格証交付

を受けているとき（当該建築主

事計画通知中間検査合格証交付

を受けた時から当該通知をする

までの間に当該移転等の計画の 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に改め，同表７の項中  

20



 

  変更をした場合にあっては，当

該変更後の計画について指定機

関計画通知確認済証交付を受け

ているときを除く。） 

３ 建築物の新築等又は移転等をす

る場合（摘要の１及び２に規定す

るときを除く。）における工事完

了通知手数料の額は，当該新築等

又は移転等に係る部分の床面積の

合計について上の区分により算定

した手数料の額に，当該建築物の

床面積（当該建築物と同一の敷地

内に当該建築物と別棟をなすと認

められる建築物の増築をする場合

にあっては，当該増築をする建築

物の床面積）の合計について２の

２の項アに掲げる区分により算定

した手数料の額の２分の１の額を

加えた額とする。 

 

             」  

「  

小荷物専用昇降機以外

の建築設備 

その設置の計画につ

いて建築主事の確認

を受けたもの 

１基につき２

０，０００円 

 を  

その設置の計画につ

いて指定確認検査機

関の確認を受けたも

の 

１基につき２

７，０００円 

小荷物専用昇降機 その設置の計画につ

いて建築主事の確認

を受けたもの 

１基につき１

６，０００円 

その設置の計画につ

いて指定確認検査機

関の確認を受けたも

の 

１基につき２

０，０００円 

                     」  

「  

小荷物専用昇降機以外の建築設備 １基につき３

３，０００円 
 に改め，同表７の  

小荷物専用昇降機 １基につき１

８，０００円 

                     」  

２の項中  

「        「  

１基につき２

０，０００円  を  
１基につき３

３，０００円  に改め，同表８の項中  
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１基につき１

６，０００円 
 

１基につき１

８，０００円 
 

       」        」  

「  

その築造の計画について建築主事の確認を受

けた工作物 

１基につき１

８，０００円 
 を  

その築造の計画について指定確認検査機関の

確認を受けた工作物 

１基につき２

６，０００円 

                     」  

「  

 １基につき２

１，０００円 
 に改め，同表８の  

                     」  

２の項中「１８，０００円」を「２１，０００円」に改め，同表９

の項中  

「        「  

１件につき１

２，０００円 

 を  

１件につき１

７，０００円 

 に，「５００平方メートル以下」  
１件につき１

４，０００円 

１件につき２

３，０００円 

１件につき２

０，０００円 

１件につき２

９，０００円 

       」        」  

を「３００平方メートル以下」に，「２６，０００円」を「３８，

０００円」に，「５００平方メートルを超え」を「３００平方メー

ト ル を 超 え 」 に ， 「 ４ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に ，

「５８，０００円」を「７５，０００円」に，  

「  

床面積の合計が２，０００平方メートルを超

え４，０００平方メートル以下のとき 

１件につき１

３０，０００

円 

 

床面積の合計が４，０００平方メートルを超

え６，０００平方メートル以下のとき 

１件につき１

５０，０００

円 

 

床面積の合計が６，０００平方メートルを超

え８，０００平方メートル以下のとき 

１件につき１

７０，０００

円 

 

床面積の合計が８，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき１

９０，０００

円 

 
 
 
 を  床面積の合計が１０，０００平方メートルを

超え２０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき２

２０，０００ 
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 円  
床面積の合計が２０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき２

８０，０００

円 

 

床面積の合計が５０，０００平方メートルを

超え１００，０００平方メートル以下のとき 

１件につき４

３０，０００

円 

 

床面積の合計が１００，０００平方メートル

を超えるとき 

１件につき５

８０，０００

円 

 

                     」  

「  

床面積の合計が２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき１

５４，０００

円 

 に改め，同表９の  
床面積の合計が１０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき２

５４，０００

円 

床面積の合計が５０，０００平方メートルを

超えるとき 

１件につき５

３３，０００

円 

                     」  

２の項中  

「  

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

３０平方メートル以下のとき 

１件につき１

２，０００円 
 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

３０平方メートルを超え１００平方メートル

以下のとき 

１件につき１

４，０００円  

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

１００平方メートルを超え２００平方メート

ル以下のとき 

１件につき２

０，０００円  

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

２００平方メートルを超え５００平方メート

ル以下のとき 

１件につき２

６，０００円  

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

５００平方メートルを超え１，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき４

２，０００円  

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

１，０００平方メートルを超え２，０００平

方メートル以下のとき 

１件につき５

８，０００円  

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

２，０００平方メートルを超え４，０００平

方メートル以下のとき 

１件につき１

３０，０００

円 

 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

４，０００平方メートルを超え６，０００平 

１件につき１

５０，０００ 
 を  
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方メートル以下のとき 円  
中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

６，０００平方メートルを超え８，０００平

方メートル以下のとき 

１件につき１

７０，０００

円 

 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

８，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以下のとき 

１件につき１

９０，０００

円 

 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

１０，０００平方メートルを超え２０，００

０平方メートル以下のとき 

１件につき２

２０，０００

円 

 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

２０，０００平方メートルを超え５０，００

０平方メートル以下のとき 

１件につき２

８０，０００

円 

 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

５０，０００平方メートルを超え１００，０

００平方メートル以下のとき 

１件につき４

３０，０００

円 

 

中間検査の対象となる部分の床面積の合計が

１００，０００平方メートルを超えるとき 

１件につき５

８０，０００

円 

 

                     」  

「  

床面積の合計が３０平方メートル以下のとき １件につき１

７，０００円 
 

床面積の合計が３０平方メートルを超え１０

０平方メートル以下のとき 

１件につき２

３，０００円 
 

床面積の合計が１００平方メートルを超え２

００平方メートル以下のとき 

１件につき２

９，０００円 
 

床面積の合計が２００平方メートルを超え３

００平方メートル以下のとき 

１件につき３

８，０００円 
 

床面積の合計が３００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下のとき 

１件につき５

５，０００円 
 

床面積の合計が１，０００平方メートルを超

え２，０００平方メートル以下のとき 

１件につき７

５，０００円 
 

床面積の合計が２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき１

５４，０００

円 

 

床面積の合計が１０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以下のとき 

１件につき２

５４，０００

円 

 

床面積の合計が５０，０００平方メートルを

超えるとき 

１件につき５

３３，０００

円 

 

（摘要） 

１ 次のいずれかに該当するときの上の区分における床面積

の合計は，当該通知に係る建築基準法第１８条第２９項の

規定による検査の対象となる部分の床面積の合計について

算定する。 

 (1) 当該通知に係る建築物の新築等又は移転等の計画（計 
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  画の変更をした場合にあっては，当該変更（２回以上計

画の変更をした場合にあっては，そのうち最後にした計

画の変更。以下この項において同じ。）後の計画）につ

いて建築主事計画通知確認済証交付を受けているとき

（当該建築主事計画通知確認済証交付を受けた時から当

該通知をするまでの間に当該建築物について特定工程に

係る工事（当該通知に係るものを除き，当該通知に係る

もの以外のものが２以上ある場合にあっては，そのうち

最後にしたもの。以下この項において同じ。）をした場

合にあっては，当該特定工程に係る工事について指定機

関計画通知中間検査合格証交付を受けているときを除

く。） 

 (2) 当該通知に係る建築物についてした特定工程に係る工

事について建築主事計画通知中間検査合格証交付を受け

ているとき（当該建築主事計画通知中間検査合格証交付

を受けた時から当該通知をするまでの間に当該新築等又

は移転等の計画の変更をした場合にあっては，当該変更

後の計画について指定機関計画通知確認済証交付を受け

ているときを除く。） 

２ 摘要の１に規定するとき以外のときにおける特定工程工

事終了通知手数料の額は，当該通知に係る建築基準法第１

８条第２９項の規定による検査の対象となる部分の床面積

の合計について上の区分により算定した手数料の額に，当

該通知に係る建築物の床面積（当該建築物と同一の敷地内

に当該建築物と別棟をなすと認められる建築物の増築をす

る場合にあっては，当該増築をする建築物の床面積）の合

計について２の２の項アに掲げる区分により算定した手数

料の額の２分の１の額を加えた額とする。 

 
 
 
 
 に改め，同表５３  

                     」  

の項及び５３の２の項を次のように改める。  

５

３ 

宅地造成及

び特定盛土

等 規 制 法

（昭和３６

年法律第１

９１号）第

１２条第１

項の宅地造

成等（土石

の堆積を除

く。）に関

する工事の

許可の申請

に対する審

査 

宅地造

成又は

特定盛

土等工

事許可

申請手

数料 

盛土又は切土をする土地の面積が５００平方

メートル以下のとき 

１件につき１

４，０００円 

盛土又は切土をする土地の面積が５００平方

メートルを超え１，０００平方メートル以下

のとき 

１件につき２

５，０００円 

盛土又は切土をする土地の面積が１，０００

平方メートルを超え２，０００平方メートル

以下のとき 

１件につき３

５，０００円 

盛土又は切土をする土地の面積が２，０００

平方メートルを超え３，０００平方メートル

以下のとき 

１件につき５

２，０００円 

盛土又は切土をする土地の面積が３，０００

平方メートルを超え５，０００平方メートル

以下のとき 

１件につき６

０，０００円 

  盛土又は切土をする土地の面積が５，０００

平方メートルを超え１０，０００平方メート

ル以下のとき 

１件につき８

２，０００円 

   盛土又は切土をする土地の面積が１０，００ １件につき１ 
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   ０平方メートルを超え２０，０００平方メー

トル以下のとき 

３２，０００

円 

   盛土又は切土をする土地の面積が２０，００

０平方メートルを超え４０，０００平方メー

トル以下のとき 

１件につき２

０４，０００

円 

   盛土又は切土をする土地の面積が４０，００

０平方メートルを超え７０，０００平方メー

トル以下のとき 

１件につき３

１９，０００

円 

   盛土又は切土をする土地の面積が７０，００

０平方メートルを超え１００，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき４

５２，０００

円 

   盛土又は切土をする土地の面積が１００，０

００平方メートルを超えるとき 

１件につき５

８４，０００

円 

５

３

の

２ 

宅地造成及

び特定盛土

等規制法第

１２条第１

項の宅地造

成等（土石

の堆積に限

る。）に関

する工事の

許可の申請

に対する審

査 

土石の

堆積工

事許可

申請手

数料 

土石の堆積を行う土地の面積が５００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき１

０，０００円 

土石の堆積を行う土地の面積が５００平方メ

ートルを超え１，０００平方メートル以下の

とき 

１件につき１

２，０００円 

 土石の堆積を行う土地の面積が１，０００平

方メートルを超え２，０００平方メートル以

下のとき 

１件につき１

４，０００円 

 土石の堆積を行う土地の面積が２，０００平

方メートルを超え３，０００平方メートル以

下のとき 

１件につき１

８，０００円 

  土石の堆積を行う土地の面積が３，０００平

方メートルを超え５，０００平方メートル以

下のとき 

１件につき２

５，０００円 

 土石の堆積を行う土地の面積が５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メートル

以下のとき 

１件につき２

９，０００円 

 土石の堆積を行う土地の面積が１０，０００

平方メートルを超え２０，０００平方メート

ル以下のとき 

１件につき３

５，０００円 

 土石の堆積を行う土地の面積が２０，０００

平方メートルを超え４０，０００平方メート

ル以下のとき 

１件につき４

８，０００円 

   土石の堆積を行う土地の面積が４０，０００

平方メートルを超え７０，０００平方メート

ル以下のとき 

１件につき６

６，０００円 

   土石の堆積を行う土地の面積が７０，０００

平方メートルを超え１００，０００平方メー

トル以下のとき 

１件につき９

９，０００円 

   土石の堆積を行う土地の面積が１００，００

０平方メートルを超えるとき 

１件につき１

２１，０００

円 

 別表第２項の表５３の２の項の次に次のように加える。  

５ 宅地造成及 宅地造  １件につき次 
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３

の

３ 

び特定盛土

等規制法第

１６条第１

項の宅地造

成等（土石

の堆積を除

く。）に関

する工事の

計画の変更

の許可の申

請に対する

審査 

成又は

特定盛

土等工

事計画

変更許

可申請

手数料 

 に掲げる額を

合 算 し た 額

（その額が５

８４，０００

円を超えると

き は ， ５ ８

４ ， ０ ０ ０

円） 

ア 宅地造成

又は特定盛

土等に関す

る工事の設

計 の 変 更

（イに規定

する変更の

みに該当す

る場合を除

く。）につ

いては，変

更前の盛土

又は切土を

する土地の

面積（イに

規定する変

更がない場

合 で あ っ

て，盛土又

は切土をす

る土地の縮

小を伴うと

きにあって

は，縮小後

の盛土又は

切土をする

土 地 の 面

積 ） に 応

じ，５３の

項に掲げる

手数料の額

の１０分の

１に相当す

る額 

イ 盛土又は

切土をする

新たな土地

に係る宅地

造成又は特

定盛土等に

関する工事

の設計の変 

27



 

    更について

は，当該盛

土又は切土

をする新た

な土地の面

積に応じ，

５３の項に

掲げる手数

料の額と同

一の額 

ウ その他の

変更につい

て は ， １

０，０００

円 

５

３

の

４ 

宅地造成及

び特定盛土

等規制法第

１６条第１

項の宅地造

成等（土石

の堆積に限

る。）に関

する工事の

計画の変更

の許可の申

請に対する

審査 

土石の

堆積工

事計画

変更許

可申請

手数料 

 １件につき次

に掲げる額を

合 算 し た 額

（その額が１

２１，０００

円を超えると

き は ， １ ２

１ ， ０ ０ ０

円） 

ア 土石の堆

積に関する

工事の設計

の変更（イ

に規定する

変更のみに

該当する場

合 を 除

く。）につ

いては，変

更前の土石

の堆積を行

う土地の面

積（イに規

定する変更

がない場合

であって，

土石の堆積

を行う土地

の縮小を伴

うときにあ

っては，縮

小後の土石

の堆積を行

う土地の面 

28



 

    積 ） に 応

じ，５３の

２の項に掲

げる手数料

の額の１０

分の１に相

当する額 

イ 土石の堆

積を行う新

たな土地に

係る土石の

堆積に関す

る工事の設

計の変更に

ついては，

当該土石の

堆積を行う

新たな土地

の面積に応

じ，５３の

２の項に掲

げる手数料

の額と同一

の額 

ウ その他の

変更につい

て は ， １

０，０００

円 

５

３

の

５ 

宅地造成及

び特定盛土

等規制法第

１８条第１

項の規定に

よる中間検

査の申請に

対する審査 

中間検

査申請

手数料 

盛土又は切土をする土地の面積が３，０００

平方メートル以下のとき 

１ 件 に つ き

２，７００円 

盛土又は切土をする土地の面積が３，０００

平方メートルを超え２０，０００平方メート

ル以下のとき 

１ 件 に つ き

５，５００円 

盛土又は切土をする土地の面積が２０，００

０平方メートルを超え４０，０００平方メー

トル以下のとき 

１件につき１

１，０００円 

   盛土又は切土をする土地の面積が４０，００

０平方メートルを超え７０，０００平方メー

トル以下のとき 

１件につき２

２，０００円 

   盛土又は切土をする土地の面積が７０，００

０平方メートルを超え１００，０００平方メ

ートル以下のとき 

１件につき３

８，６００円 

   盛土又は切土をする土地の面積が１００，０

００平方メートルを超えるとき 

１件につき５

５，１００円 

５

３

の

６ 

宅地造成等

規制法の一

部を改正す

る法律（令 

宅地造

成工事

計画変

更許可 

 １件につき次

に掲げる額を

合 算 し た 額

（その額が４ 
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 和４年法律

第５５号。

以下この項

に お い て

「令和４年

改正法」と

いう。）附

則第２条第

２項の規定

によりなお

従前の例に

よることと

される令和

４年改正法

による改正

前の宅地造

成等規制法

（昭和３６

年法律第１

９１号）第

１２条第１

項の工事の

計画の変更

の許可の申

請に対する

審査 

申請手

数料 

 ２０，０００

円を超えると

き は ， ４ ２

０ ， ０ ０ ０

円） 

ア 宅地造成

に関する工

事の設計の

変更（イに

規定する変

更のみに該

当する場合

を除く。）

に つ い て

は，変更前

の切土又は

盛土をする

土地の次に

掲げる面積

（イに規定

する変更が

ない場合で

あって，切

土又は盛土

をする土地

の縮小を伴

うときにあ

っては，縮

小後の切土

又は盛土を

する土地の

次に掲げる

面積）の区

分に応じ，

それぞれに

定める額の

１０分の１

に相当する

額 

 (ｱ) ５００

平方メー

トル以下

の面積 

１２，０

００円 

 (ｲ) ５００

平方メー

トルを超

え１，０

００平方 
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    メートル

以下の面

積  ２

１，００

０円 

 (ｳ) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０平方メ

ートル以

下の面積

 ３１，

０００円 

 (ｴ) ２，０

００平方

メートル

を 超 え

５，００

０平方メ

ートル以

下の面積

 ４７，

０００円 

 (ｵ) ５，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０平方メ

ートル以

下の面積

 ６７，

０００円 

 (ｶ) １０，

０００平

方メート

ルを超え

２０，０

００平方

メートル

以下の面

積 １１

０，００

０円 

 (ｷ) ２０，

０００平

方メート

ルを超え 
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    ４０，０

００平方

メートル

以下の面

積 １７

０，００

０円 

 (ｸ) ４０，

０００平

方メート

ルを超え

７０，０

００平方

メートル

以下の面

積 ２５

０，００

０円 

 (ｹ) ７０，

０００平

方メート

ルを超え

１００，

０００平

方メート

ル以下の

面積 ３

４０，０

００円 

 ( ｺ )  １０

０，００

０平方メ

ートルを

超える面

積 ４２

０，００

０円 

イ 切土又は

盛土をする

新たな土地

に係る宅地

造成に関す

る工事の設

計の変更に

ついては，

当該切土又

は盛土をす

る新たな土

地 の ア

（ア）から 
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    （コ）まで

に掲げる面

積に応じ，

それぞれア

（ア）から

（コ）まで

に定める額

と同一の額 

ウ その他の

変更につい

て は ， １

０，０００

円 

 別 表 第 ２ 項 の 表 ６ ５ の １ ９ の 項 ア 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下「建築

物省エネ法」という。）第１５条第１項」を「建築物省エネ法第１

４条第１項」に，  

「  

評価方

法が建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省 令

（平成

２８年

経済産

業省・

国土交

通省令

第 １

号。以

下この

項，６

６の２

の項，

６６の

２の４

の項及

び６６

の２の

６の項

におい 

一戸建ての

住宅の床面

積の合計が

２００平方

メートル未

満のとき 

１戸につき３

２，０００円 

 

一戸建ての

住宅の床面

積の合計が

２００平方

メートル以

上のとき 

１戸につき３

５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 を  
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て「基

準 省

令」と

い

う。）

第１０

条第２

号 イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

   

             」  

「  

評価方

法が建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省 令

（平成

２８年

経済産

業省・

国土交

通省令

第 １

号。以

下この

項，６

６の２

の項及

び６６

の２の

４の項

におい

て「基

準 省

令」と

い 

う。）

第１０

条第２ 

一戸建ての

住宅の床面

積の合計が

２００平方

メートル未

満のとき 

１戸につき３

２，０００円 

 

 

 

 

 

 

一戸建ての

住宅の床面

積の合計が

２００平方

メートル以

上のとき 

１戸につき３

５，０００円 
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号 イ

（１）

及びロ

（２）

，同号

イ

（２）

及びロ

（１）

並びに

同号イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

   

 に，  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

又は同

号 イ

（２）

及びロ

（１）

による

もの 

一戸建ての

住宅の床面

積の合計が

２００平方

メートル未

満のとき 

１戸につき２

４，０００円 

 

一戸建ての

住宅の床面

積の合計が

２００平方

メートル以

上のとき 

１戸につき２

６，０００円 

 

             」  

「  

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

共同住宅等

の床面積の

合計が３０

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき６

４，０００円 

 共同住宅等

の床面積の

合計が３０

０平方メー

ト ル 以 上

２，０００

平方メート 

１棟につき１

０８，０００

円 
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 ル未満のき

と 

  

 を  
 共同住宅等

の床面積の

合計が２，

０００平方

メートル以

上５，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

８４，０００

円 
 

 共同住宅等

の床面積の

合計が５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき２

６５，０００

円 

 

             」  

「  

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

，同号

イ

（２）

及びロ

（１）

並びに

同号イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

共同住宅等

の床面積の

合計が３０

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき６

４，０００円 

 

 

共同住宅等

の床面積の

合計が３０

０平方メー

ト ル 以 上

２，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

０８，０００

円 

 

共同住宅等

の床面積の

合計が２，

０００平方

メートル以

上５，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

８４，０００

円 

  

  

 共同住宅等

の床面積の

合計が５，

０００平方

メートル以 

１棟につき２

６５，０００

円 
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 上のとき  
 に改め，同項の摘要の１中「複合建  

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

又は同

号 イ

（２）

及びロ

（１）

による

もの 

共同住宅等

の床面積の

合計が３０

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき４

８，０００円  

共同住宅等

の床面積の

合計が３０

０平方メー

ト ル 以 上

２，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき８

１，０００円 

 

 

共同住宅等

の床面積の

合計が２，

０００平方

メートル以

上５，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

４３，０００

円 

 

 

共同住宅等

の床面積の

合計が５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき２

１０，０００

円 

 

             」  

築物に」を「複合建築物（非住宅部分及び住宅部分を有する建築物

をいう。以下同じ。）に」に改め，同表６６の２の項中「第１２条

第１項又は第１３条第２項」を「第１１条第１項又は第１２条第２

項」に，  

「  

評価方法が

基準省令第

１条第１項

第１号ロ以

外によるも

の 

非住宅建築物

（複合建築物

（住宅部分（建

築物省エネ法第

１１条第１項の

住宅部分をい

う 。 以 下 同

じ。）及び非住

宅部分（同項の 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき３

０，０００円 

 

床面積の合

計が１，０ 

１棟につき４

２，０００円 
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 非住宅部分をい

う 。 以 下 同

じ。）を有する

建築物をいう。

以下同じ。）に

おいては非住宅

部分に限る。）

であって，その

全部を工場，危

険物の貯蔵若し

くは処理に供す

るもの，倉庫，

水産物の増殖場

若しくは養殖

場，卸売市場，

火葬場又はと畜

場，汚物処理

場，ごみ焼却場

その他の処理施

設の用途に供す

るもの（以下こ

の項において

「工場等」とい

う。） 

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと

き 

  

 床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

０１，０００

円 

 

 床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

５０，０００

円 

 

 床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき１

８６，０００

円 

 

 床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき２

３１，０００

円  

 工場等以外 床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき２

７７，０００

円 

 

  床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと 

１棟につき３

５７，０００

円 
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  き   

  床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき５

２５，０００

円 

 

  床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき６

４８，０００

円 

 

  床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき７

６７，０００

円 

 

  床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき８

７６，０００

円 

 

 を  
評価方法が

基準省令第

１条第１項

第１号ロに

よるもの 

工場等 床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき２

６，０００円  

  床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき３

７，０００円 

 

  床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上 

１棟につき９

５，０００円 
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  ５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

  

  床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

４３，０００

円 

 

  床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき１

７８，０００

円 

 

  床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき２

２２，０００

円 

 

 工場等以外 床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき１

０８，０００

円 

 

  床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

４２，０００

円 

 

  床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき２

３８，０００

円 

 

  床面積の合 １棟につき３  
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  計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１１，０００

円 

 

  床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき３

７５，０００

円 

 

  床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき４

４０，０００

円 

 

                     」  

「  

住 宅

部分 

一 戸

建 て

の 住

宅 

評価方法が基準

省令第１条第１

項 第 ２ 号 イ

（１）及びロ

（２），同号イ

（２）及びロ

（１）並びに同

号イ（２）及び

ロ（２）以外に

よるもの 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル未満のと

き 

１戸につき３

４，０００円 

 

  床面積の合

計が２００

平方メート

ル以上のと

き 

１戸につき３

８，０００円 

 

  評価方法が基準

省令第１条第１

項 第 ２ 号 イ

（１）及びロ

（２）又は同号

イ（２）及びロ

（１）によるも

の 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル未満のと

き 

１戸につき２

４，０００円 

 

  床面積の合

計が２００

平方メート

ル以上のと

き 

１戸につき２

６，０００円 

 

  評価方法が基準

省令第１条第１

項 第 ２ 号 イ

（２）及びロ

（２）によるも

の 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル未満のと

き 

１戸につき１

６，０００円 

 

床面積の合 １戸につき１ 
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   計が２００

平方メート

ル以上のと

き 

７，０００円  

 共 同

住 宅

等 

評価方法が基準

省令第１条第１

項 第 ２ 号 イ

（１）及びロ

（２），同号イ

（２）及びロ

（１）並びに同

号イ（２）及び

ロ（２）以外に

よるもの 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき６

８，０００円 

 

  床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上２，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき１

１５，０００

円 

 

   床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

９６，０００

円 

 

   床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

のとき 

１棟につき２

８２，０００

円 

 

  評価方法が基準

省令第１条第１

項 第 ２ 号 イ

（１）及びロ

（２）又は同号

イ（２）及びロ

（１）によるも

の 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき４

８，０００円 

 

  床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上２，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき８

１，０００円 

 

   床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

４３，０００

円 
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   床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

のとき 

１棟につき２

１０，０００

円 

 

  評価方法が基準

省令第１条第１

項 第 ２ 号 イ

（２）及びロ

（２）によるも

の 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき３

１，０００円 

 

  床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上２，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき５

３，０００円 

 

   床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき９

８，０００円 

 

   床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

のとき 

１棟につき１

４９，０００

円 

 

非 住

宅 部

分 

非 住

宅 建

築 物

（ 複

合 建

築 物

に お

い て

は 非

住 宅

部 分

に 限

る 。

） で

あ っ

て ，

そ の

全 部

を 工 

評価方法が基準

省令第１条第１

項第１号ロ以外

によるもの 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき２

１，０００円 

 

 床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき３

０，０００円 

 

 床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと 

１棟につき４

２，０００円 
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 場 ，

危 険

物 の

貯 蔵

若 し

く は

処 理

に 供

す る

も 

の ，

倉 

庫 ，

水 産

物 の

増 殖

場 若

し く

は 養

殖 

場 ，

卸 売

市 

場 ，

火 葬

場 又

は と

畜 

場 ，

汚 物

処 理

場 ，

ご み

焼 却

場 そ

の 他

の 処

理 施

設 の

用 途

に 供

す る

も の

（ 以

下 こ

の 項

に お

い て

「 工 

 き   

  床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

０１，０００

円 

 

  床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

５０，０００

円 

 

  床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき１

８６，０００

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に改め，同表６６    床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき２

３１，０００

円 

 評価方法が基準

省令第１条第１

項第１号ロによ

るもの 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

８，０００円 

 床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき２

６，０００円 

 床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと 

１棟につき３

７，０００円 
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 場

等 」

と い

う 。

） 

 き   

  床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき９

５，０００円 

   床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき１

４３，０００

円 

 床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき１

７８，０００

円 

 床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき２

２２，０００

円 

 工 場

等 以

外 

評価方法が基準

省令第１条第１

項第１号ロ以外

によるもの 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき２

１５，０００

円 

 

   床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき２

７７，０００

円 

 

   床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと 

１棟につき３

５７，０００

円 
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   き   

   床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき５

２５，０００

円 

 

   床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき６

４８，０００

円 

 

   床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき７

６７，０００

円 

 

   床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき８

７６，０００

円 

 

  評価方法が基準

省令第１条第１

項第１号ロによ

るもの 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき８

２，０００円 

 

   床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上１，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき１

０８，０００

円 

 

   床面積の合

計が１，０

００平方メ

ートル以上

２，０００

平方メート

ル未満のと 

１棟につき１

４２，０００

円 
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   き   

   床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき２

３８，０００

円 

 

   床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

１０，００

０平方メー

トル未満の

とき 

１棟につき３

１１，０００

円 

 

   床面積の合

計が１０，

０００平方

メートル以

上２５，０

００平方メ

ートル未満

のとき 

１棟につき３

７５，０００

円 

 

   床面積の合

計が２５，

０００平方

メートル以

上のとき 

１棟につき４

４０，０００

円 

 

                     」  

の２の２の項中「第１２条第２項後段又は第１３条第３項後段」を

「第１１条第２項又は第１２条第３項」に改め，同表６６の２の３

の項中「（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条」を「第１３

条」に改め，同表６６の２の４の項中「第３４条第１項」を「第２

９条第１項」に改め，同項ア中  

「  

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（２）

及びロ

（２） 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル未満のと

き 

１戸につき３

４，０００円 

 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル以上のと 

１戸につき３

８，０００円 
 を  
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以外に

よるも

の 

き  

 

              」  

「  

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

，同号

イ

（２）

及びロ

（１）

並びに

同号イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル未満のと

き 

１戸につき３

４，０００円 

 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル以上のと

き 

１戸につき３

８，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に，  

 

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

又は同

号 イ

（２）

及びロ

（１）

による

もの 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル未満のと

き 

１戸につき２

４，０００円 

 

床面積の合

計が２００

平方メート

ル以上のと

き 

１戸につき２

６，０００円 

 

              」  

「  

評価方

法が基 

床面積の合

計が３００ 

１棟につき６

８，０００円 
 

48



 

準省令

第１０

条第２

号 イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

平方メート

ル未満のと

き 

 

 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上２，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき１

１５，０００

円 

 床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

９６，０００

円 

 を  

 床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

のとき 

１棟につき２

８２，０００

円 

 

              」  

「  

評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

，同号

イ

（２）

及びロ

（１）

並びに

同号イ

（２）

及びロ

（２）

以外に

よるも

の 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき６

８，０００円 

 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上２，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき１

１５，０００

円 

 

床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

９６，０００

円 

 

床面積の合

計が５，０

００平方メ 

１棟につき２

８２，０００

円 
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 ートル以上

のとき 

  

 に改め，同表６６の２の５の項中  
評価方

法が基

準省令

第１０

条第２

号 イ

（１）

及びロ

（２）

又は同

号 イ

（２）

及びロ

（１）

による

もの 

床面積の合

計が３００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき４

８，０００円  

床面積の合

計が３００

平方メート

ル以上２，

０００平方

メートル未

満のとき 

１棟につき８

１，０００円 

 

床面積の合

計が２，０

００平方メ

ートル以上

５，０００

平方メート

ル未満のと

き 

１棟につき１

４３，０００

円 

 

床面積の合

計が５，０

００平方メ

ートル以上

のとき 

１棟につき２

１０，０００

円 

 

              」  

「第３６条」を「第３１条」に改め，同表６６の２の６の項を削り，

同表６６の２の７の項を同表６６の２の６の項とする。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和７年４月１日から施行する。ただし，別表第

２項の表５３の項及び５３の２の項の改正規定並びに同項の次に

次のように加える改正規定は，同年５月２６日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際現に建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第６条第１項又は第１８条第３項若しくは第４項（これらの

規定を同法第８７条の４並びに第８８条第１項及び第２項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による確認済証の交

付を受けて同法第６条第１項の規定による工事に着手している建

50



築物並びに同法第８７条の４に規定する建築設備並びに同法第８

８条第１項及び第２項に規定する工作物に係る確認申請手数料，

計画通知手数料，完了検査申請手数料，工事完了通知手数料，中

間検査申請手数料及び特定工程工事終了通知手数料については，

改正後の柏市手数料条例の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。  
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議
案

第
１

７
号

資
料

 

柏
市

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
に

つ
い

て
 

柏
市
手
数
料
条
例
（
平
成
１
２
年
柏
市
条
例
第
６
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
正
前

 
改
正
後

 

別
表

(第
2
条
第

1
項

) 
別
表

(第
2
条
第

1
項

) 

1
 
略

 
1
 
略

 

2
 
そ
の
他
の
手
数
料

 
2
 
そ
の
他
の
手
数
料

 

項
 

対
象
事
務

 
名
称

 
区
分

 
金
額

 

1
 
略

 

2
 

建
築
基
準

法
(昭

和
2

5
年

法
律

第
2
0
1
号

)

第
6
条

第

1
項

(同
法

第
8

7
条

第
1
項

に

お
い
て
準

用
す
る
場

合
を

含

む
。

)の
規

定
に
よ
る

確
認
の
申

請
に
対
す

る
同
法
第

6
条

第
4

項
の
規
定

に
よ
る
審

査
 

確
認

申
請

手
数

料
 

ア
 
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
基
準
法
第

8

7
条

の
4
に

規
定

す
る

政
令

で
指
定
す
る
昇
降
機
そ
の
他

の
建
築
設
備

(以
下
「
建
築
設

備
」
と
い
う
。

)の
設
置
に
係

る
部
分
が
含
ま
れ
な
い
場
合

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

8
,0

0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト

ル
を
超

え
1

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
2
,0

0
0
円

 

床
面
積

の
合
計

が
1

0
0
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え

2
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

1
8
,0

0
0
円

 

床
面
積

の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え

5
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

2
4
,0

0
0
円

 

床
面
積

の
合
計

が
5

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き

 

1
件
に
つ
き

4
4
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
1

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
2
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
2

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

4
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
8
2
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
4

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

6
, 

1
件
に
つ
き

2
1
4
,0

0
0
円

 

項
 

対
象
事
務

 
名
称

 
区
分

 
金
額

 

1
 
略

 

2
 

建
築
基
準

法
(昭

和
2

5
年

法
律

第
2

0
1
号

)

第
6
条

第

1
項

(同
法

第
8

7
条

第
1
項

に

お
い
て
準

用
す
る
場

合
を

含

む
。

)の
規

定
に
よ
る

確
認
の
申

請
に
対
す

る
同
法
第

6
条

第
4

項
の
規
定

に
よ
る
審

査
 

確
認

申
請

手
数

料
 

ア
 
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
基
準
法
第

8

7
条

の
4
に

規
定

す
る

政
令

で
指
定
す
る
昇
降
機
そ
の
他

の
建
築
設
備

(以
下
「
建
築
設

備
」
と
い
う
。

)の
設
置
に
係

る
部
分
が
含
ま
れ
な
い
場
合

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

9
,0

0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー

ト
ル
を
超

え
1

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
9
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

2
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

3
2
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

3
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

4
2
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
3

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き

 

1
件
に
つ
き

6
9
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
1

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

9
8
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
2

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
7
7
,0

0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
5
 

1
件
に
つ
き

4
0
6
,0

0
0
円
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0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
6

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

8
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
4
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
8

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
7
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
2

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

3
3
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

2
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
5

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

4
2
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
0

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
0
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
と
き

 

1
件
に
つ
き

8
0
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
            

(摘
要

) 

1
か
ら

6
ま
で
 
略

 

7
 
指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け

た
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物
の
新
築

等
又

は
移

転
等

を
す

る
場

合
で

あ
っ

て
，
当
該
申
請
を
す
る
直
前
に
当
該
建

築
物
に
つ
い
て
し
た
建
築
基
準
法
第

6

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
工
事

(当
該
指

定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け
た
後

に
し
た
も
の
に
限
る
。

)に
つ
い
て
同
法

第
7
条
の

3
第

5
項
の
規
定
に
よ
る
中
間

検
査
合
格
証
の
交
付

(以
下
「
建
築
主
事

中
間
検
査
合
格
証
交
付
」
と
い
う
。

)を

受
け
て
い
る
と
き
の
上
の
区
分
に
お
け

る
床
面
積
の
合
計
は
，
当
該
計
画
の
変

更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の

2
分
の

1
の

 

 
 

 
 

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き

 

                     

1
件
に
つ
き

7
9
1
,0

0
0
円

 

 
 

 
            

(摘
要

) 

1
か
ら

6
ま
で
 
略

 

7
 
指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け

た
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物
の
新
築

等
又

は
移

転
等

を
す

る
場

合
で

あ
っ

て
，
当
該
申
請
を
す
る
直
前
に
当
該
建

築
物
に
つ
い
て
し
た
建
築
基
準
法
第

6

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
工
事

(当
該
指

定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け
た
後

に
し
た
も
の
に
限
る
。

)に
つ
い
て
同
法

第
7
条
の

3
第

5
項
の
規
定
に
よ
る
中
間

検
査
合
格
証
の
交
付

(以
下
「
建
築
主
事

中
間
検
査
合
格
証
交
付
」
と
い
う
。

)を

受
け
て
い
る
と
き
の
上
の
区
分
に
お
け

る
床
面
積
の
合
計
は
，
当
該
計
画
の
変

更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の

2
分
の

1
の
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面
積

(床
面
積
を
増
加
す
る
部
分
に
あ

っ
て
は
，
当
該
増
加
す
る
部
分
の
床
面

積
)に

つ
い
て
算
定
す
る
。

 

             

 
 

 
イ
 
略
 

2
の

2
 

建
築
基
準

法
第

1
8

条
第

2
項

(同
法
第

8

7
条

第
1

項
に
お
い

て
準
用
す

る
場
合
を

含
む

。
)

の
規
定
に

よ
る
計
画

の
通
知
に

対
す
る
同

法
第

1
8

条
第

3
項

の
規
定
に

よ
る
審
査
 

計
画

通
知

手
数

料
 

ア
 
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
設
備
の
設
置

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
な
い

場
合
 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

8
,0

0
0
円
 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト

ル
を
超

え
1

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

1
2
,0

0
0
円

 

床
面
積

の
合
計

が
1

0
0
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え

2
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

1
8
,0

0
0
円

 

床
面
積

の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え

5
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

2
4
,0

0
0
円

 

床
面
積

の
合
計

が
5

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き
 

1
件
に
つ
き

4
4
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
1

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
2
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
2

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

4
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下
 

1
件
に
つ
き

1
8
2
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

 
面
積

(床
面
積
を
増
加
す

る
部
分
に

あ

っ
て
は
，
当
該
増
加
す
る
部
分
の
床
面

積
)に

つ
い
て
算
定
す
る
。

 

8
 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
等
に
関
す
る
法
律

(平
成

2
7
年
法

律
第

5
3
号
。
以
下
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
」

と
い
う
。

)第
1

1
条
第

1
項
た
だ
し
書
の

適
用
を

受
け
る

場
合

(建
築
物

の
エ

ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

(平
成

2
8
年
国
土
交
通

省
令
第

5
号

)第
2
条
第

1
項
第

1
号
に
該

当
す
る
場
合
に
限
る
。

)に
お
け
る
確
認

申
請
手
数
料
の
額
は
，
上
の
区
分
に
よ

り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に

6
6
の

2
の

項
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手

数
料
の
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

 

 
 

 
イ
 
略

 

2
の

2
 

建
築
基
準

法
第

1
8

条
第

2
項

(同
法
第

8

7
条

第
1

項
に
お
い

て
準
用
す

る
場
合
を

含
む

。
)

の
規
定
に

よ
る
計
画

の
通
知
に

対
す
る
同

法
第

1
8

条
第

3
項

の
規
定
に

よ
る
審
査
 

計
画

通
知

手
数

料
 

ア
 
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
設
備
の
設
置

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
な
い

場
合
 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

9
,0

0
0
円
 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー

ト
ル
を
超

え
1

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

1
9
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

2
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

3
2
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

3
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

4
2
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
3

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き
 

1
件
に
つ
き

6
9
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
1

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

9
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
2

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

1
件
に
つ
き

2
7
7
,0

0
0
円
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の
と
き

 
 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
4

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

6
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
1
4
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
6

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

8
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
4
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
8

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
7
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
2

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

3
3
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

2
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
5

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

4
2
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
0

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
0
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
と
き

 

1
件
に
つ
き

8
0
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

(摘
要

) 

1
 
建
築
物
の
新
築
等
を
す
る
場
合

(摘
要

の
2
及
び

4
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

)

の
上
の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計

は
，
当
該
新
築
等
に
係
る
部
分
の
床
面

積
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

2
 
特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
の
増
築

(当

該
特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
と
同
一
の

敷
地
内
に
お
い
て
す
る
当
該
特
定
既
存

不
適
格
建
築
物
と
別
棟
を
な
す
と
認
め

ら
れ
る
建
築
物
の
増
築
を
除
く
。

)又
は

改
築
を
す
る
場
合

(摘
要
の

4
に
規
定
す

る
場
合
を
除
く
。

)の
上
の
区
分
に
お
け

 

下
の
と
き

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0
,0

0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え

5
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

4
0
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0
,0

0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き

 

 

1
件
に
つ
き

7
9
1
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

(摘
要

) 

1
 
建
築
物
の
新
築
等
を
す
る
場
合

(摘
要

の
2
及
び

4
か
ら

7
ま
で
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。

)の
上
の
区
分
に
お
け
る
床

面
積
の
合
計
は
，
当
該
新
築
等
に
係
る

部
分
の
床
面
積
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

2
 
特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
の
増
築

(当

該
特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
と
同
一
の

敷
地
内
に
お
い
て
す
る
当
該
特
定
既
存

不
適
格
建
築
物
と
別
棟
を
な
す
と
認
め

ら
れ
る
建
築
物
の
増
築
を
除
く
。

)又
は

改
築
を
す
る
場
合

(摘
要
の

4
か
ら

7
ま

で
に
規
定
す
る
場
合
及
び
当
該
通
知
を
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る
床
面
積
の
合
計
は
，
当
該
増
築
又
は

改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
に
，
当
該

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
の
床
面
積
か

ら
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の

床
面
積
を
控
除
し
た
面
積
の

2
分
の

1
の

面
積
を
加
え
た
面
積
に
つ
い
て
算
定
す

る
。

 

3
 
建
築
物
の
移
転
等
を
す
る
場
合

(摘
要

の
4
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

)の
上

の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
，

当
該
移
転
等
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の

2
分
の

1
の
面
積
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

4
 
建
築
基
準
法
第

1
8
条
第

3
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
済
証
の
交
付

(3
の

2
の
項
及

び
4
の

2
の
項
に
お
い
て
「
確
認
済
証
交

付
」
と
い
う
。

)を
受
け
た
建
築
物
の
計

画
の
変
更
を
し
て
建
築
物
の
新
築
等
又

は
移
転
等
を
す
る
場
合
の
上
の
区
分
に

お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
，
当
該
計
画

の
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の

2
分

の
1
の
面
積

(床
面
積
を
増
加
す
る
部
分

に
あ
っ
て
は
，
当
該
増
加
す
る
部
分
の

床
面
積

)に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

                    

                 

 
 

 

 
 

 
 

 
す
る
直
前
に
当
該
特
定
既
存
不
適
格
建

築
物
に
つ
い
て
し
た
建
築
基
準
法
第

6

条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
に
つ
い

て
同
法
第

1
8
条
第

2
2
項
の
規
定
に
よ
る

検
査
済
証
の
交
付

(以
下
「
建
築
主
事
計

画
通
知
検
査
済
証
交
付
」
と
い
う
。

)を

受
け
て
い
る
場
合
を
除
く
。

)の
上
の
区

分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
，
当
該

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積

に
，
当
該
特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
の

床
面
積
か
ら
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係

る
部
分
の
床
面
積
を
控
除
し
た
面
積
の

2
分
の

1
の
面
積
を
加
え
た
面
積
に
つ
い

て
算
定
す
る
。

 

3
 
建
築
物
の
移
転
等
を
す
る
場
合

(摘
要

の
4
か
ら

7
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。

)の
上
の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の

合
計
は
，
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
す
る
。

 

(1
) 

当
該
通
知
を
す
る
直
前
に
当
該

建
築
物
に
つ
い
て
し
た
建
築
基
準
法

第
6
条

第
1
項
の
規
定

に
よ
る

工
事

に
つ
い
て
建
築
主
事
計
画
通
知
検
査

済
証
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
は
，

当
該
移
転
等
に
係
る
部
分
の
床
面
積

の
2
分

の
1
の
面
積
に

つ
い
て

算
定

す
る
。

 

(2
) 

(1
)に

掲
げ
る
と
き
以
外
の
と
き

は
，
当
該
移
転
等
に
係
る
部
分
の
床

面
積
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

4
 
建
築
基
準
法
第

1
8
条
第

3
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
済
証
の
交
付

(以
下
「
建
築
主

事
計

画
通

知
確

認
済

証
交

付
」

と
い

う
。

)を
受
け
た
計
画

(計
画
の
変
更
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
変
更

(2
回

以
上
計
画
の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
，
そ
の
う
ち
最
後
に
し
た
計
画
の

変
更

)後
の
計
画
。
摘
要
の

5
に
お
い
て

同
じ
。

)の
変
更
を
し
て
建
築
物
の
新
築

等
又
は
移
転
等
を
す
る
場
合

(摘
要
の

5

に
規
定
す
る
と
き
を
除
く
。

)の
上
の
区

分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
，
当
該

計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
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2
分
の

1
の
面
積

(床
面
積
を
増
加
す
る

部
分
に
あ
っ
て
は
，
当
該
増
加
す
る
部

分
の
床
面
積

)に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

5
 
建
築
主
事
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付

を
受
け
た
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物

の
新
築
等
又
は
移
転
等
を
す
る
場
合
で

あ
っ
て
，
当
該
通
知
を
す
る
直
前
に
当

該
建
築
物
に
つ
い
て
し
た
建
築
基
準
法

第
6
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
工
事

(当

該
建
築
主
事
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付

を
受
け
た
後
に
し
た
も
の
に
限
る
。

)に

つ
い
て
同
法
第

1
8
条
第

3
4
項
の
規
定
に

よ
る
中

間
検
査

合
格

証
の
交

付
(以

下

「
指
定
機
関
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格

証
交
付
」
と
い
う
。

)を
受
け
て
い
る
と

き
に

お
け

る
計

画
通

知
手

数
料

の
額

は
，
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応

じ
，
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(1
) 

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物

 
当

該
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
に
つ
い
て
上
の
区
分
に
よ

り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に
，
当
該

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
の
床
面
積

(当
該
特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
と

同
一
の
敷
地
内
に
当
該
特
定
既
存
不

適
格
建
築
物
と
別
棟
を
な
す
と
認
め

ら
れ
る
建
築
物
の
増
築
を
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
，
当
該
増
築
を
す
る
建

築
物
の
床
面
積
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。

)の
合
計
に
つ
い
て
上
の

区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額

の
2
分
の

1
の
額
を
加
え
た
額

 

(2
) 

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
以
外

の
建
築
物

 
当
該
計
画
の
変
更
に
係

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
つ
い
て

上
の
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料

の
額
に
，
当
該
建
築
物

(当
該
計
画
の

変
更
に
係
る
部
分
を
除
く
。

)の
床
面

積
の
合
計
の

2
分

の
1
の
面
積

に
つ

い
て
上
の
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手

数
料
の
額
を
加
え
た
額

 

6
 
建
築
基
準
法
第

1
8
条
第

4
項
の
規
定
に

よ
る
確
認
済
証
の
交
付

(以
下
「
指
定
機
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関

計
画

通
知

確
認

済
証

交
付

」
と

い

う
。

)を
受
け
た
計
画

(計
画
の
変
更
を
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
変
更

(2
回

以
上
計
画
の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
，
そ
の
う
ち
最
後
に
し
た
計
画
の

変
更

)後
の
計
画
。
摘
要
の

7
に
お
い
て

同
じ
。

)の
変
更
を
し
て
建
築
物
の
新
築

等
又
は
移
転
等
を
す
る
場
合

(摘
要
の

7

に
規
定
す
る
と
き
を
除
く
。

)に
お
け
る

計
画
通
知
手
数
料
の
額
は
，
次
に
掲
げ

る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ

に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

(1
) 

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物

 
当

該
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面

積
の
合
計
に
つ
い
て
上
の
区
分
に
よ

り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に
，
当
該

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
の
床
面
積

の
合
計
に
つ
い
て
上
の
区
分
に
よ
り

算
定
し
た
手

数
料
の

額
の

2
分
の

1

の
額
を
加
え
た
額

 

(2
) 

特
定
既
存
不
適
格
建
築
物
以
外

の
建
築
物

 
当
該
計
画
の
変
更
に
係

る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
つ
い
て

上
の
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料

の
額
に
，
当
該
建
築
物

(当
該
計
画
の

変
更
に
係
る
部
分
を
除
く
。

)の
床
面

積
の
合
計
の

2
分

の
1
の
面
積

に
つ

い
て
上
の
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手

数
料
の
額
を
加
え
た
額

 

7
 
指
定
機
関
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付

を
受
け
た
計
画
の
変
更
を
し
て
建
築
物

の
新
築
等
又
は
移
転
等
を
す
る
場
合
で

あ
っ
て
，
当
該
通
知
を
す
る
直
前
に
当

該
建
築
物
に
つ
い
て
し
た
建
築
基
準
法

第
6
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
工
事

(当

該
指
定
機
関
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付

を
受
け
た
後
に
し
た
も
の
に
限
る
。

)に

つ
い
て
同
法
第

1
8
条
第

3
0
項
の
規
定
に

よ
る
中

間
検
査

合
格

証
の
交

付
(以

下

「
建
築
主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格

証
交
付
」
と
い
う
。

)を
受
け
て
い
る
と

き
の
上
の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合

計
は
，
当
該
計
画
の
変
更
に
係
る
部
分
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建
築
基
準

法
第

8
7

条
の

4
に

お
い
て
準

用
す
る
同

法
第

6
条

第
1
項

の

規
定
に
よ

る
確
認
の

申
請
に
対

す
る
同
条

第
4
項

の

規
定
に
よ

る
審
査
 

確
認

申
請

手
数

料
 

ア
 
イ
又
は
ウ
に
規
定
す
る
場

合
以
外
の
場
合
 

建
築
基
準
法
施
行
令

(昭
和

2
5
年
政
令
第

3
3

8
号

)第
1

2

9
条
の

3
第

1
項
第

3
号
の
小

荷
物

専
用

昇
降

機
(以

下

「
小
荷
物
専
用
昇
降
機
」

と
い
う
。

)以
外
の
建
築
設

備
 

1
基
に
つ
き

1
4
,0

0
0
円

 

略
 

略
 

イ
 
建
築
主
事
の
確
認
を
受
け

た
建

築
設

備
の

計
画

(計
画

の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
，
当
該
変
更

(2
回
以
上

計
画
の
変
更
を
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
，
そ
の
う
ち
最
後

に
し

た
計

画
の

変
更

)後
の

計
画
。
以
下
こ
の
項
，
4
の
項
，

7
の

項
及

び
8
の

項
に

お
い

て
同
じ
。

)の
変
更
を
し
て
建

築
設
備
を
設
け
る
場
合

 

小
荷
物
専
用
昇
降
機
以
外

の
建
築
設
備

 

1
基
に
つ
き

8
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0
0
円

 

略
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指
定
確
認
検
査
機
関
の
確

認
を
受
け
た
建
築
設
備
の
計

画
の
変
更
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し
て
建
築
設
備

を
設
け
る
場
合

 

小
荷
物
専
用
昇
降
機
以
外

の
建
築
設
備

 

1
基
に
つ
き

1
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0
0
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小
荷
物
専
用
昇
降
機

 
1
基
に
つ
き

1
0
,0

0
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3
の

2
 

建
築
基
準

法
第

8
7

条
の

4
に

 

計
画

通
知

手
数

 

ア
 
イ
に
規
定
す
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場
合
以
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の
場
合

 

小
荷
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専
用
昇
降
機
以
外

の
建
築
設
備

 

1
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1
4
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0
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略
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の
床
面
積
の

2
分
の

1
の
面
積

(床
面
積

を
増
加
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
，
当
該

増
加
す

る
部
分

の
床

面
積

)に
つ
い

て

算
定
す
る
。

 

8
 
建
築
物
省
エ
ネ
法
第

1
2
条
第

2
項
た
だ

し
書
の

適
用
を

受
け

る
場
合

(建
築

物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

2
条
第

1
項
第

1
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。

)に
お

け
る
計
画
通
知
手
数
料
の
額
は
，
上
の

区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に

6
6
の

2
の
項
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
算

定
し
た
手
数
料
の
額
を
加
え
た
額
と
す
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。
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3
 

建
築
基
準

法
第

8
7

条
の

4
に

お
い
て
準

用
す
る
同

法
第

6
条

第
1
項

の

規
定
に
よ

る
確
認
の

申
請
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す
る
同
条

第
4
項

の

規
定
に
よ

る
審
査

 

確
認

申
請
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数

料
 

ア
 
イ
又
は
ウ
に
規
定
す
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場

合
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外
の
場
合

 

建
築
基
準
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令
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2
5
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政
令
第

3
3

8
号
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1

2

9
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3
第

1
項
第

3
号
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小

荷
物

専
用

昇
降

機
(以

下

「
小
荷
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専
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」
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う
。
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設

備
 

1
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き

2
2
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略
 

略
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建
築
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の
確
認
を
受
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た
建

築
設

備
の

計
画
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画

の
変
更
を
し
た
場
合
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あ
っ

て
は
，
当
該
変
更

(2
回
以
上

計
画
の
変
更
を
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
，
そ
の
う
ち
最
後

に
し

た
計

画
の

変
更

)後
の

計
画
。
以
下
こ
の
項
及
び

4

の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)の
変

更
を
し
て
建
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設
備
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場
合
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略
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定

に
よ
る
審

査
 

確
認
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1
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1
6
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定
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認
検
査
機
関
の
確
認
を
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工
作
物
の
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画
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工
作
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を
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造
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る
場
合

 

1
基
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1
6
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0
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円
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の

2
 

建
築
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準

法
第

8
8
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第
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項
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は

第
2

項
に
お
い

て
準
用
す

る
同
法
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1
8
条

第
2

項
の
規
定

に
よ
る
計

 

計
画

通
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手
数

料
 

ア
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に
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定
す
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合

 
1
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つ
き

1
6
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0
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円

 

イ
 
確
認
済
証
交
付
を
受
け
た
工
作
物
の
計
画
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変
更
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し

て
工
作
物
を
築
造
す
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場
合

 

1
基
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つ
き

8
,0

0
0
円

 

 
お
い
て
準

用
す
る
同

法
第

1
8

条
第

2
項

の
規
定
に

よ
る
計
画

の
通
知
に

対
す
る
同

条
第

3
項

の
規
定
に

よ
る
審
査

 

料
 

イ
 
建
築
主
事
計
画
通
知
確
認

済
証
交
付
を
受
け
た
建
築
設

備
の

計
画

(計
画

の
変

更
を

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当

該
変
更

(2
回
以
上
計
画
の
変

更
を

し
た

場
合

に
あ

っ
て

は
，
そ
の
う
ち
最
後
に
し
た

計
画
の
変
更

)後
の
計
画
。
以

下
こ

の
項

及
び

4
の

2
の

項

に
お
い
て
同
じ
。

)の
変
更
を

し
て
建
築
設
備
を
設
け
る
場

合
 

小
荷
物
専
用
昇
降
機
以
外
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建
築
設
備

 

1
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つ
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0
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荷
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用
昇
降
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に
つ
き
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0
0
円

 

 
 

ウ
 
指
定
機
関
計
画
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知
確
認

済
証
交
付
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受
け
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建
築
設

備
の
計
画
の
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更
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築
設
備
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設
け
る
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合

 

小
荷
物
専
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昇
降
機
以
外
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設
備

 

1
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0
0
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小
荷
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専
用
昇
降
機
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基
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つ
き

8
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0
0
円
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建
築
基
準

法
第

8
8
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第

1
項

又
は

第
2

項
に
お
い
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用
す

る
同
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6
条
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1

項
の
規
定
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よ
る
確

認
の
申
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対
す
る

同
条

第
4

項
の
規
定
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よ
る
審

査
 

確
認

申
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手
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ア
 
イ
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す
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の
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1
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き
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9
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0
0
円

 

イ
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ウ
 
指
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確
認
検
査
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関
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確
認
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受
け
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計
画
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し
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築
造
す
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合

 

1
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つ
き

1
9
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0
0
円
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の
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築
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準
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項
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2

項
に
お
い
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用
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1
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項
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定
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よ
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計

 

計
画
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手
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す
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1
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1
9
,0

0
0
円

 

イ
 
建
築
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計
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知
確
認
済
証
交
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を
受
け
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作
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画
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築
造
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円
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1
9
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画
の
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知

に
対
す
る

同
条
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3

項
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規
定
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築
基
準

法
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7
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第
1
項

の

規
定
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請
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該
申

請
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係
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同
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6

条
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1
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の
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定
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よ
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工
事
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7
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項
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規
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)
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す
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法
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項
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検
査
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料
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設
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む

場
合
に
限

る
。

)に
対

す
る
同
法

第
7
条

第

4
項

の
規

定
に
よ
る

検
査

 

完
了

検
査

申
請

手
数

料
 

ア
 
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
設
備
の
設
置

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
な
い

場
合

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
8
,0

0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー

ト
ル
を
超

え
1

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
3
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

2
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

3
3
,0

0
0
円

 

床
面

積
の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

3
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

4
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
床
面

積
の
合
計

が
3

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き

 

1
件
に
つ
き

8
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
床

面
積

の
合

計
が

1
,0

0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
0
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
2
,0

0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え

1
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
5
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
5

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
5
5
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0
,0

0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き

 

 

1
件
に
つ
き

5
3

2
,0

0
0
円
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床
面

積
の

合
計

が
8

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
1
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
2

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
4
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

2
0
,0

0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え

5
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

3
2

0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
0

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

4
8
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
5
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

(摘
要

) 
略

 

 
 

 
イ
 
略

 

6
の

2
 

建
築
基
準

法
第

1
8

条
第

2
0

項
の
規
定

に
よ
る
通

知
(
当

該

通
知
に
係

る
同
法
第

6
条

第
1

項
の
規
定

に
よ
る
工

事
が
特
定

工
程
を
含

む
場
合
に

限
る

。
)

に
対
す
る

同
法

第

1
8
条

第

2
1
項

の

規
定
に
よ

 

工
事

完
了

通
知

手
数

料
 

ア
 
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
設
備
の
設
置

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
な
い

場
合

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
2
,0

0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
4
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
1
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

2
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
床

面
積

の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ
ー

ト
ル
を

超
え

5
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

2
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
床

面
積

の
合
計

が
5

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き

 

1
件
に
つ
き

4
4
,0

0
0
円

 

 
 

 
床

面
積

の
合

計
が

1
,0

0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
, 

1
件
に
つ
き

6
2
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
    

 

 
 

 
    

 

 
 

 
   

 

 
 

 
(摘

要
) 

略
 

 
 

イ
 
略

 

6
の

2
 

建
築
基
準

法
第

1
8

条
第

2
0

項
の
規
定

に
よ
る
通

知
(
当

該

通
知
に
係

る
同
法
第

6
条

第
1

項
の
規
定

に
よ
る
工

事
が
特
定

工
程
を
含

む
場
合
に

限
る

。
)

に
対
す
る

同
法

第

1
8
条

第

2
1
項

の

規
定
に
よ

 

工
事

完
了

通
知

手
数

料
 

ア
 
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物

の
計
画
に
建
築
設
備
の
設
置

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
な
い

場
合

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
8
,0

0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
3
,0

0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
1
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

3
3
,0

0
0
円

 

 
 

 
床
面

積
の
合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
を

超
え

3
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と

き
 

1
件
に
つ
き

4
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
床
面

積
の
合
計

が
3

0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

と
き

 

1
件
に
つ
き

8
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
床

面
積

の
合

計
が

1
,0

0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

2
, 

1
件
に
つ
き

1
0
0
,0

0
0
円
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る
検
査

 
 

 
0

0
0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
2

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

4
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
4
4
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
4

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

6
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
6
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
6

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

8
,

0
0

0
平
方

メ
ー
ト

ル
以

下

の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
8
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
8

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
1
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0
,0

0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
4
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

2
0

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
5

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

3
2
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
0

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

4
8
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
5
0
,0

0
0
円

 

        

 
 

       

(摘
要

) 

1
 
建
築
物
の
新
築
等
を
す
る
場
合
の
上

の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
，

当
該
新
築
等
に
係
る
部
分
の
床
面
積
に

つ
い
て
算
定
す
る
。

 

2
 
建
築
物
の
移
転
等
を
す
る
場
合
の
上

の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計
は
，

 

 
る
検
査

 
 

 
0

0
0
平
方

メ
ー
ト
ル
以

下

の
と
き

 

 

 
 

 
 

床
面

積
の

合
計

が
2

,0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
5
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0
,0

0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え

5
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
5
5
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き

 

1
件
に
つ
き

5
3
2
,0

0
0
円

 

 
 

 
 

(摘
要

) 

1
 
建
築
物
の
新
築
等
を
す
る
場
合
で
あ

っ
て
，
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
の
上
の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合

計
は
，
当
該
新
築
等
に
係
る
部
分
の
床

面
積
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

(1
) 

当
該
新
築
等
の
計
画

(計
画
の
変

更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該

変
更

(2
回
以
上
計
画
の
変
更
を
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
う
ち
最
後

に
し
た
計
画
の
変
更
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。

)後
の
計
画

)に
つ

い
て
建
築
主
事
計
画
通
知
確
認
済
証

交
付
を
受
け
て
い
る
と
き

(当
該
建

築
主
事
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付
を

受
け
た
時
か
ら
当
該
通
知
を
す
る
ま

で
の
間
に
当
該
建
築
物
に
つ
い
て
特

定
工
程
に
係
る
工
事

(2
回
以
上
特
定

工
程
に
係
る
工
事
を
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
，
そ
の
う
ち
最
後
に
し
た
も

の
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)

を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
特

定
工
程
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
指
定

機
関
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交

付
を
受
け
て
い
る
と
き
を
除
く
。

) 

(2
) 

当
該
建
築
物
に
つ
い
て
し
た
特

定
工
程
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
建
築

主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交

付
を
受
け
て
い
る
と
き

(当
該
建
築
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当
該
移
転
等
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の

合
計
の

2
分
の

1
の
面
積
に
つ
い
て
算
定

す
る
。

 

                                           

 
 

                    

                                       

 
 

 
 

 
主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交

付
を
受
け
た
時
か
ら
当
該
通
知
を
す

る
ま
で
の
間
に
当
該
新
築
等
の
計
画

の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，

当
該
変
更
後
の
計
画
に
つ
い
て
指
定

機
関
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付
を
受

け
て
い
る
と
き
を
除
く
。

) 

2
 
建
築
物
の
移
転
等
を
す
る
場
合
で
あ

っ
て
，
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
の
上
の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合

計
は
，
当
該
移
転
等
に
係
る
部
分
の
床

面
積
の
合
計
の

2
分
の

1
の
面
積
に
つ
い

て
算
定
す
る
。

 

(1
) 

当
該
移
転
等
の
計
画

(計
画
の
変

更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該

変
更
後
の
計
画

)に
つ
い
て
建
築
主

事
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付
を
受
け

て
い
る
と
き

(当
該
建
築
主
事
計
画

通
知
確
認
済
証
交
付
を
受
け
た
時
か

ら
当
該
通
知
を
す
る
ま
で
の
間
に
当

該
建
築
物
に
つ
い
て
特
定
工
程
に
係

る
工
事
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，

当
該
特
定
工
程
に
係
る
工
事
に
つ
い

て
指
定
機
関
計
画
通
知
中
間
検
査
合

格
証
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
を
除

く
。

) 

(2
) 

当
該
建
築
物
に
つ
い
て
し
た
特

定
工
程
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
建
築

主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交

付
を
受
け
て
い
る
と
き

(当
該
建
築

主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交

付
を
受
け
た
時
か
ら
当
該
通
知
を
す

る
ま
で
の
間
に
当
該
移
転
等
の
計
画

の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，

当
該
変
更
後
の
計
画
に
つ
い
て
指
定

機
関
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付
を
受

け
て
い
る
と
き
を
除
く
。

) 

3
 
建
築
物
の
新
築
等
又
は
移
転
等
を
す

る
場
合

(摘
要
の

1
及
び

2
に
規
定
す
る

と
き
を
除
く
。

)に
お
け
る
工
事
完
了
通

知
手
数
料
の
額
は
，
当
該
新
築
等
又
は

移
転
等
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計

に
つ
い
て
上
の
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
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イ
 
略

 

7
 

建
築
基
準

法
第

8
7

条
の

4
に

お
い
て
準

用
す
る
同

法
第

7
条

第
1
項

の

規
定
に
よ

る
申
請
に

対
す
る
同

条
第

4
項

の
規
定
に

よ
る
検
査

 

完
了

検
査

申
請

手
数

料
 

小
荷
物
専
用
昇
降
機
以
外
の
建

築
設
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方

メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
5
4
,0

0
0
円

 

 
 

 
床
面
積
の
合
計
が

1
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

5
0

,0
0

0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
5
4
,0

0
0
円

 

 
 

 
床
面
積
の
合
計
が

5
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き

 
1
件
に
つ
き

5
3
3
,0

0
0
円

 

 
       

 
(摘

要
) 

1
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
の
上
の
区
分
に
お
け
る
床
面
積
の
合
計

は
，
当
該
通
知
に
係
る
建
築
基
準
法
第

1
8
条
第

2
9
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

の
対
象
と
な
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
つ
い
て
算
定
す
る
。

 

 
(1

) 
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物
の
新
築
等
又
は
移
転
等
の
計
画

(計
画
の
変

更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
変
更

(2
回
以
上
計
画
の
変
更
を
し
た
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中
間
検
査
の
対
象
と
な
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

5
0

,0
0

0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

4
3
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
中
間
検
査
の
対
象
と
な
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

1
0
0
,0

0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き

 

                  

1
件
に
つ
き

5
8
0
,0

0
0
円

 

1
0
か
ら

5
2
ま
で

 
略

 

5
3
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

(
昭

和
3

6
年

法
律

第

1
9
1
号

)第

1
2
条

第
1

項
又
は
宅

地
造
成
等

規
制
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法

律
(令

和
4

年
法
律
第

5
5
号
。
以

下
こ
の
項

及
び
次
項

 

宅
地

造
成

等
工

事
許

可
申

請
手

数
料

 

切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

5
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
と
き

 

1
2
,0

0
0
円

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

5
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

1
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

2
1
,0

0
0
円

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

2
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

3
1
,0

0
0
円

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

2
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

5
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

4
7
,0

0
0
円

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

5
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

1
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

6
7
,0

0
0
円

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
1
0
,0

0
0
円

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

4
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
7
0
,0

0
0
円

 

切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

4
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

7
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

2
5
0
,0

0
0
円

 

 
 

 
 
 
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
う
ち
最
後
に
し
た
計
画
の
変
更
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。

)後
の
計
画

)に
つ
い
て
建
築
主
事
計
画
通
知
確
認
済
証

交
付
を
受
け
て
い
る
と
き

(当
該
建
築
主
事
計
画
通
知
確
認
済
証
交
付
を

受
け
た
時
か
ら
当
該
通
知
を
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
建
築
物
に
つ
い
て

特
定
工
程
に
係
る
工
事

(当
該
通
知
に
係
る
も
の
を
除
き
，
当
該
通
知
に

係
る
も
の
以
外
の
も
の
が

2
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
う
ち
最

後
に
し
た
も
の
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)を
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
，
当
該
特
定
工
程
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
指
定
機
関
計
画
通
知
中
間

検
査
合
格
証
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
を
除
く
。

) 

 
(2

) 
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
し
た
特
定
工
程
に
係
る
工
事
に

つ
い
て
建
築
主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交
付
を
受
け
て
い
る
と

き
(当

該
建
築
主
事
計
画
通
知
中
間
検
査
合
格
証
交
付
を
受
け
た
時
か
ら

当
該
通
知
を
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
新
築
等
又
は
移
転
等
の
計
画
の
変

更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
変
更
後
の
計
画
に
つ
い
て
指
定
機
関

計
画
通
知
確
認
済
証
交
付
を
受
け
て
い
る
と
き
を
除
く
。

) 

2
 
摘
要
の

1
に
規
定
す
る
と
き
以
外
の
と
き
に
お
け
る
特
定
工
程
工
事
終
了

通
知
手
数
料
の
額
は
，
当
該
通
知
に
係
る
建
築
基
準
法
第

1
8
条
第

2
9
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
の
対
象
と
な
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
つ
い
て
上
の

区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に
，
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物
の
床
面

積
(当

該
建
築
物
と
同
一
の
敷
地
内
に
当
該
建
築
物
と
別
棟
を
な
す
と
認
め

ら
れ
る
建
築
物
の
増
築
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
当
該
増
築
を
す
る
建
築

物
の
床
面
積

)の
合
計
に
つ
い
て

2
の

2
の
項
ア
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
算
定

し
た
手
数
料
の
額
の

2
分
の

1
の
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

 

1
0
か
ら

5
2
ま
で
 
略

 

5
3
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

(
昭

和
3

6
年

法
律

第

1
9

1
号

)第

1
2
条

第
1

項
の
宅
地

造
成

等

(
土

石
の

堆
積
を
除

く
。

)に
関

す
る
工
事

の
許
可
の

申
請
に
対

す
る
審
査

 

 

宅
地

造
成

又
は

特
定

盛
土

等
工

事
許

可
申

請
手

数
料

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

5
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
4
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

5
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

1
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
5
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

2
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

3
5
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

2
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

3
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

5
2
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

3
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

5
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
0
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

5
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

1
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

8
2
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
3
2
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

4
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
0
4
,0

0
0
円
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に
お
い
て

「
令

和
4

年
改

正

法
」
と
い

う
。

)附
則

第
2
条

第

1
項

の
規

定
に
よ
り

な
お
従
前

の
例
に
よ

る
こ
と
と

さ
れ
る
令

和
4
年

改

正
法
に
よ

る
改
正
前

の
宅
地
造

成
等
規
制

法
(
次

項

に
お
い
て

「
旧
宅
地

造
成
等
規

制
法
」
と

い
う

。
)

第
8
条

第

1
項

の
規

定
に
よ
る

工
事
の
許

可
の
申
請

に
対
す
る

審
査

 

 
切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

7
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

3
4
0
,0

0
0
円

 

 
 

切
土
又
は
盛
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
と
き

 

4
2
0
,0

0
0
円

 

5
3

の
2
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

第

1
6
条

第
1

項
又
は
令

和
4
年

改

正
法
附
則

第
2
条

第

1
項

若
し

く
は

第
2

項
の
規
定

 

宅
地

造
成

等
工

事
計

画
変

更
許

可
申

請
手

数
料

 

 
変

更
許

可

申
請

1
件
に

つ
き
，
次
に

掲
げ

る
金

額
を

合
算

し
た
金
額
。

た
だ
し
，
そ

の
金

額
が

4
2

0
,0

0
0
円

を
超

え
る

と
き
は
，
そ

の
手

数
料

 

 
 

 
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

4
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

7
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

3
1
9
,0

0
0
円

 

 
 

 
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

7
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

4
5
2
,0

0
0
円

 

 
 

 
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
と
き
 

                         

1
件
に
つ
き

5
8
4
,0

0
0
円

 

5
3

の
2
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

第

1
2
条

第
1

項
の
宅
地

造
成

等

(
土

石
の

堆
積
に
限

る
。

)に
関

す
る
工
事

の
許
可
の
 

土
石

の
堆

積
工

事
許

可
申

請
手

数
料

 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

5
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

1
0
,0

0
0
円

 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

5
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え

1
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
2
,0

0
0
円

 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

1
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え

2
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
4
,0

0
0
円

 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

2
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え

3
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

1
8
,0

0
0
円

 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

3
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え

5
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

2
5
,0

0
0
円

 

 
 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

5
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を

 
1
件
に
つ
き
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に
よ
り
な

お
従
前
の

例
に
よ
る

こ
と
と
さ

れ
る
旧
宅

地
造
成
等

規
制
法
第

1
2
条

第
1

項
の
規
定

に
よ
る
工

事
の
計
画

の
変
更
の

許
可
の
申

請
に
対
す

る
審
査

 

 
 

の
金

額
は

4
2
0
,0

0
0
円

と
す
る
。

 

ア
 

宅
地

造
成

に

関
す

る

工
事

の

設
計

の

変
更

(イ

に
規

定

す
る

変

更
の

み

に
該

当

す
る

場

合
を

除

く
。

)に

つ
い

て

は
，
変
更

前
の

切

土
又

は

盛
土

を

す
る

土

地
の

面

積
(イ

に

規
定

す

る
変

更

が
な

い

場
合

で

あ
っ
て
，

切
土

又

は
盛

土

を
す

る

土
地

の

縮
小

を

伴
う

と

き
に

あ

っ
て
は
，

縮
小

後

の
切

土

又
は

盛

土
を

す

る
土

地

の
面

積
) 

 
申
請
に
対

す
る
審
査
 

 
超
え

1
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 
2
9
,0

0
0
円

 

 
 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

1
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

3
5
,0

0
0
円

 

 
 

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

2
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

4
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

4
8
,0

0
0
円

 

 
 

 
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

4
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

7
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

6
6
,0

0
0
円

 

 
 

 
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

7
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き

 

1
件
に
つ
き

9
9
,0

0
0
円

 

 
 

 
土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
の
面
積
が

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
と
き
 

                                 

1
件
に
つ
き

1
2
1
,0

0
0
円
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に
応
じ
，

そ
れ

ぞ

れ
第

5
3

項
に

掲

げ
る

手

数
料

の

金
額

の

1
0
分

の

1
に

相

当
す

る

金
額

 

イ
 

切
土

又
は

盛

土
を

す

る
新

た

な
土

地

に
係

る

宅
地

造

成
に

関

す
る

工

事
の

設

計
の

変

更
に

つ

い
て
は
，

当
該

切

土
又

は

盛
土

を

す
る

新

た
な

土

地
の

面

積
に

応

じ
，
そ
れ

ぞ
れ

第

5
3
項

に

掲
げ

る

手
数

料

の
金

額

と
同

一

の
金
額

 

ウ
 

そ
の

他
の

変

更
に

つ

い
て
は
，
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1
0
,0

0
0

円
 

                                        

  

5
3

の
3
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

第

1
6
条

第
1

項
の
宅
地

造
成

等

(
土

石
の

堆
積
を
除

く
。

)に
関

す
る
工
事

の
計
画
の

変
更
の
許

可
の
申
請

に
対
す
る

審
査
 

宅
地

造
成

又
は

特
定

盛
土

等
工

事
計

画
変

更
許

可
申

請
手

数
料
 

 
1
件
に
つ
き

次
に

掲
げ

る
額

を
合

算
し

た
額

(そ
の

額
が

5
8
4
,0

0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
，

5
8
4
,0

0
0

円
) 

ア
 

宅
地

造
成

又

は
特

定

盛
土

等

に
関

す

る
工

事

の
設

計

の
変

更

(イ
に
規

定
す

る

変
更

の

み
に

該

当
す

る

場
合

を

除
く
。

)

に
つ

い

て
は
，
変

更
前

の

盛
土

又

は
切

土

を
す

る

土
地

の

面
積

(イ

に
規

定

す
る

変

更
が

な

い
場

合

で
あ

っ

て
，
盛
土

又
は

切
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土
を

す

る
土

地

の
縮

小

を
伴

う

と
き

に

あ
っ

て

は
，
縮
小

後
の

盛

土
又

は

切
土

を

す
る

土

地
の

面

積
)に

応

じ
，

5
3

の
項

に

掲
げ

る

手
数

料

の
額

の

1
0
分

の

1
に

相

当
す

る

額
 

イ
 

盛
土

又
は

切

土
を

す

る
新

た

な
土

地

に
係

る

宅
地

造

成
又

は

特
定

盛

土
等

に

関
す

る

工
事

の

設
計

の

変
更

に

つ
い

て

は
，
当
該

盛
土

又

は
切

土

を
す

る

新
た

な

土
地

の
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面
積

に

応
じ
，

5

3
の

項

に
掲

げ

る
手

数

料
の

額

と
同

一

の
額

 

ウ
 

そ
の

他
の

変

更
に

つ

い
て
は
，

1
0

,0
0

0

円
 

5
3

の
4
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

第

1
6
条

第
1

項
の
宅
地

造
成

等

(
土

石
の

堆
積
に
限

る
。

)に
関

す
る
工
事

の
計
画
の

変
更
の
許

可
の
申
請

に
対
す
る

審
査
 

土
石

の
堆

積
工

事
計

画
変

更
許

可
申

請
手

数
料
 

 
1
件
に
つ
き

次
に

掲
げ

る
額

を
合

算
し

た
額

(そ
の

額
が

1
2
1
,0

0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
，

1
2
1
,0

0
0

円
) 

ア
 

土
石

の
堆

積

に
関

す

る
工

事

の
設

計

の
変

更

(イ
に
規

定
す

る

変
更

の

み
に

該

当
す

る

場
合

を

除
く
。

)

に
つ

い

て
は
，
変

更
前

の

土
石

の

堆
積

を

行
う

土
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地
の

面

積
(イ

に

規
定

す

る
変

更

が
な

い

場
合

で

あ
っ
て
，

土
石

の

堆
積

を

行
う

土

地
の

縮

小
を

伴

う
と

き

に
あ

っ

て
は
，
縮

小
後

の

土
石

の

堆
積

を

行
う

土

地
の

面

積
)に

応

じ
，

5
3

の
2
の

項
に

掲

げ
る

手

数
料

の

額
の

1
0

分
の

1

に
相

当

す
る
額
 

イ
 

土
石

の
堆

積

を
行

う

新
た

な

土
地

に

係
る

土

石
の

堆

積
に

関

す
る

工

事
の

設

計
の

変

更
に

つ

い
て
は
，
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当
該

土

石
の

堆

積
を

行

う
新

た

な
土

地

の
面

積

に
応
じ
，

5
3
の

2

の
項

に

掲
げ

る

手
数

料

の
額

と

同
一

の

額
 

ウ
 

そ
の

他
の

変

更
に

つ

い
て
は
，

1
0

,0
0

0

円
 

5
3

の
5
 

宅
地
造
成

及
び
特
定

盛
土
等
規

制
法

第

1
8
条

第
1

項
の
規
定

に
よ
る
中

間
検
査
の

申
請
に
対

す
る
審
査

 

中
間

検
査

申
請

手
数

料
 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

3
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

2
,7

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

3
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え

2
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

5
,5

0
0
円

 

 
盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

2
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

4
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

1
1
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

4
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

7
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

2
2
,0

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

7
0

,0
0

0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
 

1
件
に
つ
き

3
8
,6

0
0
円

 

盛
土
又
は
切
土
を
す
る
土
地
の
面
積
が

1
0
0
,0

0
0
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
と
き
 

1
件
に
つ
き

5
5
,1

0
0
円

 

5
3

の
6
 

宅
地
造
成

等
規
制
法

の
一
部
を

改
正
す
る

法
律

(
令

和
4
年

法

律
第

5
5

号
。
以
下

こ
の
項
に

 

宅
地

造
成

工
事

計
画

変
更

許
可

申
請

手
数

料
 

        

1
件
に
つ
き

次
に

掲
げ

る
額

を
合

算
し

た
額

(そ
の

額
が

4
2

0
,0

0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
，

4
2

0
,
0

0
0
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お

い
て

「
令

和
4

年
改

正

法
」
と
い

う
。

)附
則

第
2
条

第

2
項

の
規

定
に
よ
り

な
お
従
前

の
例
に
よ

る
こ
と
と

さ
れ
る
令

和
4
年

改

正
法
に
よ

る
改
正
前

の
宅
地
造

成
等
規
制

法
(
昭

和

3
6
年

法

律
第

1
9
1

号
)
第

1
2

条
第

1
項

の
工
事
の

計
画
の
変

更
の
許
可

の
申
請
に

対
す
る
審

査
 

 
 

円
) 

ア
 

宅
地

造
成

に

関
す

る

工
事

の

設
計

の

変
更

(イ

に
規

定

す
る

変

更
の

み

に
該

当

す
る

場

合
を

除

く
。

)に

つ
い

て

は
，
変
更

前
の

切

土
又

は

盛
土

を

す
る

土

地
の

次

に
掲

げ

る
面

積

(イ
に
規

定
す

る

変
更

が

な
い

場

合
で

あ

っ
て
，
切

土
又

は

盛
土

を

す
る

土

地
の

縮

小
を

伴

う
と

き

に
あ

っ

て
は
，
縮

小
後

の

切
土

又

は
盛

土

を
す

る

土
地

の

次
に

掲
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げ
る

面

積
)の

区

分
に

応

じ
，
そ
れ

ぞ
れ

に

定
め

る

額
の

1
0

分
の

1

に
相

当

す
る
額

 

(ｱ
) 

5
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
面

積
 

1
2

,0

0
0
円

 

(ｲ
) 

5
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

,

0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
面

積
 

2
1

,0

0
0
円

 

(ｳ
) 

1
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,0

0

0
平

方
メ
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ー
ト

ル
以

下
の

面
積

 
3

1
,0

0

0
円

 

(ｴ
) 

2
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

面
積

 
4

7
,0

0

0
円

 

(ｵ
) 

5
,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0

,0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

面
積

 
6

7
,0

0

0
円

 

(ｶ
) 

1
0

,

0
0

0

平
方

メ
ー
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ト

ル

を
超

え
2

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

面
積

 
1

1

0
,0

0

0
円

 

(ｷ
) 

2
0

,

0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
4

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

面
積

 
1

7

0
,0

0

0
円

 

(ｸ
) 

4
0

,

0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
7

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
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面
積

 
2

5

0
,0

0

0
円

 

(ｹ
) 

7
0

,

0
0

0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1

0

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の

面
積

 
3

4

0
,0

0

0
円

 

(
ｺ

)
 

1
0

0
,0

0

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
面

積
 

4
2

0
,

0
0

0

円
 

イ
 

切
土

又
は

盛

土
を

す

る
新

た

な
土

地

に
係

る

宅
地

造

成
に

関

す
る

工

事
の

設
 

85



 

                           5
4
か
ら

6
5
の

1
8
の

2
ま
で
 
略

 

6
5

の
1

9
 

都
市
の
低

炭
素
化
の

促
進
に
関

す
る
法
律

(
平

成
2

4

年
法
律
第

8
4
号

)第
5

3
条

第
1

項
の
規
定

に
よ
る
認

定
の
申
請

に
対
す
る

審
査

 

低
炭

素
建

築
物

新
築

等
計

画
認

定
申

請
手

数
料

 

ア
 
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

又
は

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す
る
法
律

(平
成

2
7
年
法

律
第

5
3
号
。
以
下
「
建
築
物

省
エ
ネ
法
」
と
い
う
。

)第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性
能
判
定
機
関

(以
下
「
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
判

定
機

関
」

と
い

う
。
)が

交
付
し
た
低
炭
素
建

築
物

新
築

等
計

画
に

係
る

技
術
的
審
査
適
合
証

(以
下

 

評
価
方
法

が
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性

能
基
準
等

を
定
め
る

省
令

(
平

成
2
8
年
経

済
産

業

省
・
国
土

交
通
省
令

第
1
号
。
以

下
こ

の

項
，

6
6
の

 

一
戸
建
て
の

住
宅
の
床
面

積
の
合
計
が

2
0

0
平

方
メ

ー
ト
ル
未
満

の
と
き

 

1
戸
に
つ
き

3
2
,0

0
0
円

 

一
戸
建
て
の

住
宅
の
床
面

積
の
合
計
が

2
0

0
平

方
メ

ー
ト
ル
以
上

の
と
き

 

1
戸
に
つ
き

3
5
,0

0
0
円

 

 
 

 
                           

計
の

変

更
に

つ

い
て
は
，

当
該

切

土
又

は

盛
土

を

す
る

新

た
な

土

地
の

ア

(ｱ
)か

ら

(ｺ
)ま

で

に
掲

げ

る
面

積

に
応
じ
，

そ
れ

ぞ

れ
ア

(ｱ
)

か
ら

(ｺ
)

ま
で

に

定
め

る

額
と

同

一
の
額

 

ウ
 

そ
の

他
の

変

更
に

つ

い
て
は
，

1
0

,0
0

0

円
 

5
4
か
ら

6
5
の

1
8
の

2
ま
で
 
略

 

6
5

の
1

9
 

都
市
の
低

炭
素
化
の

促
進
に
関

す
る
法
律

(
平

成
2

4

年
法
律
第

8
4
号

)第
5

3
条

第
1

項
の
規
定

に
よ
る
認

定
の
申
請

に
対
す
る

審
査

 

低
炭

素
建

築
物

新
築

等
計

画
認

定
申

請
手

数
料

 

ア
 
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

又
は

建
築

物
省

エ
ネ

法
第

1
4
条
第

1
項
に
規
定
す
る
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性
能
判
定
機
関

(以
下
「
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
判

定
機

関
」

と
い

う
。
)が

交
付
し
た
低
炭
素
建

築
物

新
築

等
計

画
に

係
る

技
術
的
審
査
適
合
証

(以
下

「
低
炭
素
建
築
物
適
合
証
」

と
い
う
。
)又

は
住
宅
性
能
評

価
書

(日
本
住
宅
性
能
表
示

基
準

(平
成

1
3
年
国
土
交
通

 

評
価
方
法

が
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性

能
基
準
等

を
定
め
る

省
令

(
平

成
2
8
年
経

済
産

業

省
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国
土

交
通
省
令

第
1
号
。
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項
，
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一
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建
て
の
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の
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面
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の
合
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の
と
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熱
等
性
能
等
級
の
等
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表
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次
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ー
消
費
量
等
級
の
等
級
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に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
以
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の
項
に
お
い
て
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じ
。
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添
付
が
な
い
場
合
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よ
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評
価
方
法
が
基
準
省
令
第

1
0
条
第

2
号
イ

(2
)及

び
ロ

(2
)に

よ
る
も
の
か
ら
評
価
方

法
が
基
準
省
令
第

1
0
条
第

1
号
イ

(2
)及

び

ロ
(2

)に
よ
る
も
の
ま
で
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(摘

要
) 

1
 
複
合
建
築
物
に
係
る
手
数
料
の
額
は
，
当
該
複
合
建
築
物
を
住
宅
部
分
と

非
住
宅
部
分
と
に
区
分
し
，
住
宅
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
単
位
住
戸
の
数
が

1
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
戸
建
て
の
住
宅
と
，
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ

て
は
共
同
住
宅
等
と
，
非
住
宅
部
分
に
つ
い
て
は
非
住
宅
建
築
物
と
そ
れ
ぞ

れ
み
な
し
て
手
数
料
の
額
を
算
定
し
た
場
合
の
当
該
手
数
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の
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に
相
当

す
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の
合
計
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と
す
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。
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計

画
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合
証
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と
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う
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の
他
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れ
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も

の
と
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築
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4
の
項
の
摘
要
の
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定
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築
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省
エ
ネ
法
第

3
6
条
の
規
定
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エ
ネ
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ギ
ー
消
費
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上
計
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更
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認
定
の
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せ
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建
築
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エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
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基
準
関
係
規
定
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合
す
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か
ど
う
か
の
審
査
の
申
出
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あ
っ
た
場
合
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い
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準
用
す
る
。
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4
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追
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3
1
条
の
規
定
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よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
併

せ
て
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
，

6
6
の

2
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4
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の
摘
要
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定
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「
上
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分
に
よ

り
算
定
し
た
額
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あ
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は
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6
6
の

2
の

4
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項
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掲
げ
る
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分
に
よ
り

算
定
し
た
手
数
料
の
額
の

2
分
の

1
に
相
当
す
る
額

(建
築
物
省
エ
ネ
法
第

3
1
条

の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
が
新
た
に

建
築
物
を
追
加
す
る
内
容
を
含
む
場
合
の
当
該
建
築
物
に
係
る
手
数
料
の
額

に
あ
っ
て
は
，

6
6
の

2
の

4
の
項
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の

額
)」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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築
物
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4
1
条
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1
項
に
規
定
す
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
の
申
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建
築
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の
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議案第１８号   

 

 

   柏市土砂等埋立て等規制条例の一部を改正する条例の制  

   定について  

 

 

 柏市土砂等埋立て等規制条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。  

 

 

  令和  ７年  ２月２１日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 一時堆積事業に係る埋立事業の許可の期間，埋立事業の許可の基

準等を改めたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市土砂等埋立て等規制条例の一部を改正する条例  

 

 柏市土砂等埋立て等規制条例（平成１９年柏市条例第６０号）の

一部を次のように改正する。  

 

 第９条第３項を同条第４項とし，同条第２項中「前項第３号」を

「第１項第３号」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次

に次の１項を加える。  

２  前項の許可（以下「埋立事業許可」という。）の期間は，３年

（一時堆積事業に係る埋立事業許可にあっては，５年）以内とす

る。  

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「前条第１項の許可（以下

「埋立事業許可」という。）」を「埋立事業許可」に改め，同項第

４号中「第２項第２号，第３号」を「第２項第３号」に改める。  

 第１２条第１項第３号中「その他」を「その他の」に改め，同項

第４号中「現場事務所」を「埋立事業区域及び埋立事業の用に供す

る施設の区域（以下「埋立事業場の区域」という。）」に改め，同

条第２項各号列記以外の部分中「この項第２号，第３号」を「この

項第３号」に改め，同項第２号を次のように改める。  

 (2) 削除  

 第１２条第２項第３号中「埋立事業区域及び埋立事業の用に供す

る施設の区域（以下「埋立事業場の区域」という。）」を「埋立事

業場の区域」に改め，同項第５号を次のように改める。  

 (5) 削除  

 第１２条第４項中「第９条第２項」を「第９条第３項」に改め，

同条第５項中「第２項第１号から第５号まで」を「第２項第１号，

第３号及び第４号」に，「第２項第２号及び第３号」を「第２項第

３号」に改める。  

 第１３条第１項第４号中「現場事務所を設置し，かつ，当該現場

事務所」を「埋立事業場の区域」に改め，同条第２項各号列記以外

の部分中「前項第１号から第４号まで及び」を「前項第１号，第２
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号 及 び 第 ４ 号 並 び に 」 に ， 「 同 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 」 を

「同項第１号及び第２号並びに」に改め，同項第４号を削る。  

 第１４条第１項中「第５項及び第６項」を「第７項及び第８項」

に改め，同条第６項を同条第８項とし，同条第５項中「第９条第３

項」を「第９条第４項」に改め，同項を同条第７項とし，同条第４

項を同条第６項とし，同条第３項後段中「第１４条第２項」を「第

１４条第４項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第２項本文中

「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第１項

の次に次の２項を加える。  

２  第１２条第１項第７号に掲げる事項の変更に係る前項の許可は，

第９条第２項に規定する期間を超えて行うことはできない。ただ

し，一時堆積事業に係る埋立事業許可を受けていた者のうち規則

で定めるものに対して行う場合にあっては，この限りでない。  

３  前項ただし書に規定する場合に行う第１項の許可の期間は，当

該埋立事業許可の期間が満了する日の翌日から起算して５年以内

とする。  

 第１５条第２項第１号中「前条第２項ただし書」を「前条第４項

ただし書」に改め，同条第５項中「前条第５項」を「前条第７項」

に改める。  

 第１６条第１項中「同条第２項ただし書」を「同条第４項ただし

書」に改める。  

 第２２条中「現場事務所（当該埋立事業許可又は当該埋立事業届

出に係る埋立事業が小規模埋立て等である場合にあっては，市長が

指定する場所）」を「埋立事業場の区域」に，「当該埋立事業許可

又は当該埋立事業届出に係る埋立事業場の区域」を「当該埋立事業

場の区域」に改める。  

 第２３条第１項中「現場事務所」を「埋立事業場の区域」に改め

る。  

 第２４条第２項中「第１４条第５項」を「第１４条第７項」に改

め，「とき」の次に「（規則で定めるときを除く。）」を加える。  

 第２９条第１項中「同条第５項」を「同条第７項」に改め，同条

第２項中「第２項」を「第３項」に，「第５項」を「第７項」に改

める。  
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 第４０条第１号中「第９条第２項，第１４条第５項」を「第９条

第３項，第１４条第７項」に改め，同条第４号中「第３２条第２項」

を「第３２条第３項」に改める。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和７年５月２６日から施行する。ただし，第４

０条第４号の改正規定及び次項の規定は，公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改 正 後 の 柏 市 土 砂 等 埋 立 て 等 規 制 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い

う。）第２条第２号に規定する埋立事業のうちこの条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後の日を当該埋立事業を行う期

間の初日とするものに係る許可及びこれに関し必要な手続その他

の行為については，施行日前においても，新条例の規定の例によ

り行うことができる。  
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議案第１８号資料  

   柏市土砂等埋立て等規制条例の一部を改正する条例につい  

   て  

柏市土砂等埋立て等規制条例（平成１９年柏市条例第６０号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(埋立事業の許可等) (埋立事業の許可等) 

第9条 略 第9条 略 

 2 前項の許可(以下「埋立事業許可」という。)

の期間は，3年(一時堆積事業に係る埋立事業許
可にあっては，5年)以内とする。 

2 前項第3号に掲げる埋立事業を行おうとする
者は，埋立事業区域ごとに，あらかじめ，市長
に届け出なければ，当該埋立事業を行うことが
できない。 

3 第1項第3号に掲げる埋立事業を行おうとす
る者は，埋立事業区域ごとに，あらかじめ，市
長に届け出なければ，当該埋立事業を行うこと
ができない。 

3 略 4 略 

(埋立事業に係る土地所有者の同意) (埋立事業に係る土地所有者の同意) 

第10条 前条第1項の許可(以下「埋立事業許可」
という。)を受けようとする者は，あらかじめ
埋立事業の用に供しようとする土地(以下「埋
立事業予定地」という。)の所有者(埋立事業予
定地を複数の者が所有している場合にあって
は，全ての所有者。以下同じ。)に対し，次の
各号に掲げる埋立事業許可を受けようとする
埋立事業の区分に応じ，それぞれ当該各号に定
める事項を説明し，当該埋立事業予定地におい
て埋立事業を行うことについての同意を得な
ければならない。ただし，埋立事業予定地の全
部を埋立事業許可を受けようとする者のみが
所有している場合又は埋立事業予定地の全部
若しくは一部を本市が所有し，若しくは管理し
ている場合であって市長が必要がないと認め
るときにあっては，この限りでない。 

第10条 埋立事業許可を受けようとする者は，あ
らかじめ埋立事業の用に供しようとする土地
(以下「埋立事業予定地」という。)の所有者(埋
立事業予定地を複数の者が所有している場合
にあっては，全ての所有者。以下同じ。)に対
し，次の各号に掲げる埋立事業許可を受けよう
とする埋立事業の区分に応じ，それぞれ当該各
号に定める事項を説明し，当該埋立事業予定地
において埋立事業を行うことについての同意
を得なければならない。ただし，埋立事業予定
地の全部を埋立事業許可を受けようとする者
のみが所有している場合又は埋立事業予定地
の全部若しくは一部を本市が所有し，若しくは
管理している場合であって市長が必要がない
と認めるときにあっては，この限りでない。 

(1)から(3)まで 略 (1)から(3)まで 略 

(4) 一時堆積事業(小規模埋立て等であるもの
に限る。) 第12条第1項第1号から第3号まで
並びに第2項第2号，第3号及び第6号に掲げ
る事項 

(4) 一時堆積事業(小規模埋立て等であるもの
に限る。) 第12条第1項第1号から第3号まで
並びに第2項第3号及び第6号に掲げる事項 

2及び3 略 2及び3 略 

(埋立事業許可の申請等) (埋立事業許可の申請等) 

第12条 埋立事業許可(一時堆積事業に係るもの
を除く。)を受けようとする者は，次の各号(当
該埋立事業許可を受けようとする埋立事業が
小規模埋立て等である場合にあっては，第1号
から第3号まで，第6号から第9号まで及び第11

号から第13号まで)に掲げる事項を記載した申
請書を市長に提出して申請をしなければなら
ない。 

第12条 埋立事業許可(一時堆積事業に係るもの
を除く。)を受けようとする者は，次の各号(当
該埋立事業許可を受けようとする埋立事業が
小規模埋立て等である場合にあっては，第1号
から第3号まで，第6号から第9号まで及び第11

号から第13号まで)に掲げる事項を記載した申
請書を市長に提出して申請をしなければなら
ない。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 現場事務所(土砂等の搬入(一時堆積事業
である場合にあっては，搬入及び搬出)を管
理するための事務所をいう。以下同じ。)そ
の他埋立事業の用に供する施設の設置の計

(3) 現場事務所(土砂等の搬入(一時堆積事業
である場合にあっては，搬入及び搬出)を管
理するための事務所をいう。以下同じ。)そ
の他の埋立事業の用に供する施設の設置の
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画及びその位置 計画及びその位置 

(4) 現場事務所に置く現場責任者の氏名及び
職名 

(4) 埋立事業区域及び埋立事業の用に供する
施設の区域(以下「埋立事業場の区域」とい
う。)に置く現場責任者の氏名及び職名 

(5)から(13)まで 略 (5)から(13)まで 略 

2 埋立事業許可(一時堆積事業に係るものに限
る。)を受けようとする者は，前項第1号から第
4号まで及び第7号並びに次の各号(当該埋立事
業許可を受けようとする埋立事業が小規模埋
立て等である場合にあっては，前項第1号から
第3号まで及び第7号並びにこの項第2号，第3

号及び第6号)に掲げる事項を記載した申請書
を市長に提出して申請をしなければならない。 

2 埋立事業許可(一時堆積事業に係るものに限
る。)を受けようとする者は，前項第1号から第
4号まで及び第7号並びに次の各号(当該埋立事
業許可を受けようとする埋立事業が小規模埋
立て等である場合にあっては，前項第1号から
第3号まで及び第7号並びにこの項第3号及び
第6号)に掲げる事項を記載した申請書を市長
に提出して申請をしなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 埋立事業に使用される土砂等の1年ごと
の搬入及び搬出の予定量 

(2) 削除 

(3) 埋立事業区域における土砂等の堆積の構
造その他埋立事業区域及び埋立事業の用に
供する施設の区域(以下「埋立事業場の区域」
という。)の構造 

(3) 埋立事業区域における土砂等の堆積の構
造その他埋立事業場の区域の構造 

(4) 略 (4) 略 

(5) 埋立事業に使用される土砂等の発生場所
ごとに当該土砂等を区分するため講じる措
置 

(5) 削除 

(6) 略 (6) 略 

3 略 3 略 

4 第9条第2項の規定による届出(以下「埋立事業
届出」という。)(一時堆積事業に係るものを除
く。)は，第1項第1号から第10号まで(当該埋立
事業届出に係る埋立事業が小規模埋立て等で
ある場合にあっては，同項第1号，第2号及び第
6号から第9号まで)に掲げる事項及び規則で定
める事項を記載した届出書を市長に提出する
ことにより行わなければならない。 

4 第9条第3項の規定による届出(以下「埋立事業
届出」という。)(一時堆積事業に係るものを除
く。)は，第1項第1号から第10号まで(当該埋立
事業届出に係る埋立事業が小規模埋立て等で
ある場合にあっては，同項第1号，第2号及び第
6号から第9号まで)に掲げる事項及び規則で定
める事項を記載した届出書を市長に提出する
ことにより行わなければならない。 

5 埋立事業届出(一時堆積事業に係るものに限
る。)は，第1項第1号から第4号まで及び第7号
並びに第2項第1号から第5号まで(当該埋立事
業届出に係る埋立事業が小規模埋立て等であ
る場合にあっては，第1項第1号から第3号まで
及び第7号並びに第2項第2号及び第3号)に掲げ
る事項並びに規則で定める事項を記載した届
出書を市長に提出することにより行わなけれ
ばならない。 

5 埋立事業届出(一時堆積事業に係るものに限
る。)は，第1項第1号から第4号まで及び第7号
並びに第2項第1号，第3号及び第4号(当該埋立
事業届出に係る埋立事業が小規模埋立て等で
ある場合にあっては，第1項第1号から第3号ま
で及び第7号並びに第2項第3号)に掲げる事項
並びに規則で定める事項を記載した届出書を
市長に提出することにより行わなければなら
ない。 

6 略 6 略 

(埋立事業許可の基準) (埋立事業許可の基準) 

第13条 市長は，前条第1項の申請が，次の各号
(埋立事業許可を受けようとする埋立事業が小
規模埋立て等である場合にあっては，第1号か
ら第3号まで，第6号から第8号まで，第10号及
び第11号)のいずれにも適合していると認める
ときでなければ，埋立事業許可をしてはならな
い。 

第13条 市長は，前条第1項の申請が，次の各号
(埋立事業許可を受けようとする埋立事業が小
規模埋立て等である場合にあっては，第1号か
ら第3号まで，第6号から第8号まで，第10号及
び第11号)のいずれにも適合していると認める
ときでなければ，埋立事業許可をしてはならな
い。 

(1)から(3)まで 略 (1)から(3)まで 略 

(4) 現場事務所を設置し，かつ，当該現場事
務所に現場責任者を置くこと。 

(4) 埋立事業場の区域に現場責任者を置くこ
と。 
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(5)から(11)まで 略 (5)から(11)まで 略 

2 市長は，前条第2項の申請が，前項第1号から
第4号まで及び次の各号(埋立事業許可を受け
ようとする埋立事業が小規模埋立て等である
場合にあっては，同項第1号から第3号まで及び
この項第2号)のいずれにも適合していると認
めるときでなければ，埋立事業許可をしてはな
らない。 

2 市長は，前条第2項の申請が，前項第1号，第
2号及び第4号並びに次の各号(埋立事業許可を
受けようとする埋立事業が小規模埋立て等で
ある場合にあっては，同項第1号及び第2号並び
にこの項第2号)のいずれにも適合していると
認めるときでなければ，埋立事業許可をしては
ならない。 

(1)から(3)まで 略 (1)から(3)まで 略 

(4) 埋立事業に使用される土砂等の発生場所
ごとに当該土砂等を区分するため必要な措
置が講じられていること。 

 

(埋立事業許可の変更の許可等) (埋立事業許可の変更の許可等) 

第14条 埋立事業許可(この項及び第27条第1項
の許可を含む。第33条の2第1項を除き，以下
同じ。)を受けた者は，第12条第1項各号又は第
2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽
微なもの及び第7条第2項若しくは第3項，第29

条第1項若しくは第2項又は第31条第1項若し
くは第2項の規定による命令に従ってするもの
を除く。第5項及び第6項，第29条第1項並びに
第30条第1項第5号において同じ。)をしようと
するときは，あらかじめ市長の許可を受けなけ
ればならない。 

第14条 埋立事業許可(この項及び第27条第1項
の許可を含む。第33条の2第1項を除き，以下
同じ。)を受けた者は，第12条第1項各号又は第
2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽
微なもの及び第7条第2項若しくは第3項，第29

条第1項若しくは第2項又は第31条第1項若し
くは第2項の規定による命令に従ってするもの
を除く。第7項及び第8項，第29条第1項並びに
第30条第1項第5号において同じ。)をしようと
するときは，あらかじめ市長の許可を受けなけ
ればならない。 

 2 第12条第1項第7号に掲げる事項の変更に係
る前項の許可は，第9条第2項に規定する期間を
超えて行うことはできない。ただし，一時堆積
事業に係る埋立事業許可を受けていた者のう
ち規則で定めるものに対して行う場合にあっ
ては，この限りでない。 

 3 前項ただし書に規定する場合に行う第1項の
許可の期間は，当該埋立事業許可の期間が満了
する日の翌日から起算して5年以内とする。 

2 前項の許可を受けようとする者は，あらかじ
め埋立事業の用に供する土地(以下「埋立事業
地」という。)の所有者(埋立事業地を複数の者
が所有している場合にあっては，全ての所有
者。以下同じ。)に対し，当該許可を受けて変
更をしようとする事項及びその理由を説明し，
当該変更をすることについての同意を得なけ
ればならない。ただし，埋立事業地の全部を当
該許可を受けようとする者のみが所有してい
る場合又は埋立事業地の全部若しくは一部を
本市が所有し，若しくは管理している場合であ
って市長が必要がないと認めるときにあって
は，この限りでない。 

4 第1項の許可を受けようとする者は，あらかじ
め埋立事業の用に供する土地(以下「埋立事業
地」という。)の所有者(埋立事業地を複数の者
が所有している場合にあっては，全ての所有
者。以下同じ。)に対し，当該許可を受けて変
更をしようとする事項及びその理由を説明し，
当該変更をすることについての同意を得なけ
ればならない。ただし，埋立事業地の全部を当
該許可を受けようとする者のみが所有してい
る場合又は埋立事業地の全部若しくは一部を
本市が所有し，若しくは管理している場合であ
って市長が必要がないと認めるときにあって
は，この限りでない。 

3 第10条第2項の規定は，前項の埋立事業地の
所有者について準用する。この場合において，
同条第2項中「前項」とあるのは「第14条第2

項」と，「埋立事業による」とあるのは「変更
後の埋立事業による」と読み替えるものとす
る。 

5 第10条第2項の規定は，前項の埋立事業地の
所有者について準用する。この場合において，
同条第2項中「前項」とあるのは「第14条第4

項」と，「埋立事業による」とあるのは「変更
後の埋立事業による」と読み替えるものとす
る。 

4 略 6 略 

5 埋立事業届出(この項及び第27条第8項の規定
による届出を含む。以下同じ。)をした者(第9

条第3項の規定により埋立事業を行うことがで

7 埋立事業届出(この項及び第27条第8項の規定
による届出を含む。以下同じ。)をした者(第9

条第4項の規定により埋立事業を行うことがで
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きない者を除く。以下同じ。)は，第12条第1

項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更をし
ようとするときは，あらかじめ，市長に届け出
なければ，当該変更をしてはならない。 

きない者を除く。以下同じ。)は，第12条第1

項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更をし
ようとするときは，あらかじめ，市長に届け出
なければ，当該変更をしてはならない。 

6 略 8 略 

(埋立事業許可の変更の申請及び許可の基準
等) 

(埋立事業許可の変更の申請及び許可の基準
等) 

第15条 略 第15条 略 

2 前項の申請書には，次に掲げる書類及び図面
を添付しなければならない。 

2 前項の申請書には，次に掲げる書類及び図面
を添付しなければならない。 

(1) 前条第2項ただし書に規定する場合以外
の場合にあっては，同項の同意を得たことを
証する書類 

(1) 前条第4項ただし書に規定する場合以外
の場合にあっては，同項の同意を得たことを
証する書類 

(2) 略 (2) 略 

3及び4 略 3及び4 略 

5 前条第5項の規定による届出は，第1項各号に
掲げる事項を記載した届出書を市長に提出す
ることにより行わなければならない。 

5 前条第7項の規定による届出は，第1項各号に
掲げる事項を記載した届出書を市長に提出す
ることにより行わなければならない。 

6 略 6 略 

(埋立事業の軽微な変更の届出) (埋立事業の軽微な変更の届出) 

第16条 埋立事業許可を受けた者は，第14条第1

項の規則で定める軽微な変更をしたときは，規
則で定めるところにより，遅滞なくその旨を，
市長に届け出るとともに，同条第2項ただし書
に規定する場合を除き，埋立事業地の所有者に
通知しなければならない。 

第16条 埋立事業許可を受けた者は，第14条第1

項の規則で定める軽微な変更をしたときは，規
則で定めるところにより，遅滞なくその旨を，
市長に届け出るとともに，同条第4項ただし書
に規定する場合を除き，埋立事業地の所有者に
通知しなければならない。 

2 略 2 略 

(関係書類等の備置き及び閲覧) (関係書類等の備置き及び閲覧) 

第22条 埋立事業許可を受けた者又は埋立事業
届出をした者は，当該埋立事業許可又は当該埋
立事業届出に係る埋立事業が行われている間，
当該埋立事業に関してこの条例の規定により
市長に提出した書類(第20条第2項に規定する
土砂等管理台帳の写しを除く。第32条第1項に
おいて同じ。)及び図面の写し並びに第20条第1

項の規定により作成する土砂等管理台帳を当
該埋立事業許可又は当該埋立事業届出に係る
現場事務所(当該埋立事業許可又は当該埋立事
業届出に係る埋立事業が小規模埋立て等であ
る場合にあっては，市長が指定する場所)に備
え置き，当該埋立事業許可又は当該埋立事業届
出に係る埋立事業場の区域の周辺地域の住民
その他当該埋立事業について利害関係を有す
る者の請求があったときは，その閲覧に供しな
ければならない。 

第22条 埋立事業許可を受けた者又は埋立事業
届出をした者は，当該埋立事業許可又は当該埋
立事業届出に係る埋立事業が行われている間，
当該埋立事業に関してこの条例の規定により
市長に提出した書類(第20条第2項に規定する
土砂等管理台帳の写しを除く。第32条第1項に
おいて同じ。)及び図面の写し並びに第20条第1

項の規定により作成する土砂等管理台帳を当
該埋立事業許可又は当該埋立事業届出に係る
埋立事業場の区域に備え置き，当該埋立事業場
の区域の周辺地域の住民その他当該埋立事業
について利害関係を有する者の請求があった
ときは，その閲覧に供しなければならない。 

(標識の設置等) (標識の設置等) 

第23条 埋立事業許可を受けた者又は埋立事業
届出をした者は，当該埋立事業許可又は当該埋
立事業届出に係る埋立事業場の区域の見やす
い場所に，当該埋立事業許可又は当該埋立事業
届出に係る埋立事業が行われている間，その者
の氏名及び住所(法人にあっては，その名称，
主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)，現
場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名，埋
立事業に使用される土砂等の発生場所その他

第23条 埋立事業許可を受けた者又は埋立事業
届出をした者は，当該埋立事業許可又は当該埋
立事業届出に係る埋立事業場の区域の見やす
い場所に，当該埋立事業許可又は当該埋立事業
届出に係る埋立事業が行われている間，その者
の氏名及び住所(法人にあっては，その名称，
主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)，埋
立事業場の区域に置く現場責任者の氏名及び
職名，埋立事業に使用される土砂等の発生場所
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の規則で定める事項を記載した標識を設置し
なければならない。 

その他の規則で定める事項を記載した標識を
設置しなければならない。 

2 略 2 略 

(埋立事業の廃止等に係る事前の届出等) (埋立事業の廃止等に係る事前の届出等) 

第24条 略 第24条 略 

2 埋立事業許可を受けた者又は埋立事業届出を
した者は，当該埋立事業許可の期間(第14条第1

項の許可を受けて当該期間を変更した場合に
あっては，当該変更後の期間)又は当該埋立事
業届出に係る埋立事業を行う期間(第14条第5

項の規定による届出を行って当該期間を変更
した場合にあっては，当該変更後の期間)が満
了する日(以下「満了日」という。)までに当該
埋立事業許可又は当該埋立事業届出に係る埋
立事業を完了する見込みがないときは，当該満
了日の2月前の日までに，規則で定めるところ
により，その旨，当該埋立事業による土壌の汚
染及び当該埋立事業に使用された土砂等の崩
落，飛散又は流出による災害の発生を防止する
ために講じる措置その他規則で定める事項を
市長に届け出なければならない。 

2 埋立事業許可を受けた者又は埋立事業届出を
した者は，当該埋立事業許可の期間(第14条第1

項の許可を受けて当該期間を変更した場合に
あっては，当該変更後の期間)又は当該埋立事
業届出に係る埋立事業を行う期間(第14条第7

項の規定による届出を行って当該期間を変更
した場合にあっては，当該変更後の期間)が満
了する日(以下「満了日」という。)までに当該
埋立事業許可又は当該埋立事業届出に係る埋
立事業を完了する見込みがないとき(規則で定
めるときを除く。)は，当該満了日の2月前の日
までに，規則で定めるところにより，その旨，
当該埋立事業による土壌の汚染及び当該埋立
事業に使用された土砂等の崩落，飛散又は流出
による災害の発生を防止するために講じる措
置その他規則で定める事項を市長に届け出な
ければならない。 

3 略 3 略 

(措置命令) (措置命令) 

第29条 市長は，埋立事業に使用された土砂等の
崩落，飛散又は流出による災害の発生を防止す
るため緊急の必要があると認めるときは，当該
埋立事業に係る埋立事業許可を受けた者又は
埋立事業届出をした者(第14条第1項の許可を
受けないで，又は同条第5項の規定による届出
をしないで，第12条第1項各号又は第2項各号
に掲げる事項の変更をした者を除く。)に対し，
直ちに埋立事業を停止し，又は期限を定めて当
該埋立事業に使用された土砂等の崩落，飛散若
しくは流出による災害の発生を防止するため
必要な措置を講じるよう命じることができる。 

第29条 市長は，埋立事業に使用された土砂等の
崩落，飛散又は流出による災害の発生を防止す
るため緊急の必要があると認めるときは，当該
埋立事業に係る埋立事業許可を受けた者又は
埋立事業届出をした者(第14条第1項の許可を
受けないで，又は同条第7項の規定による届出
をしないで，第12条第1項各号又は第2項各号
に掲げる事項の変更をした者を除く。)に対し，
直ちに埋立事業を停止し，又は期限を定めて当
該埋立事業に使用された土砂等の崩落，飛散若
しくは流出による災害の発生を防止するため
必要な措置を講じるよう命じることができる。 

2 市長は，第9条第1項若しくは第2項又は第14

条第1項若しくは第5項の規定に違反して埋立
事業を行った者に対し，期限を定めて，当該埋
立事業に使用された土砂等の全部又は一部を
撤去し，及び土砂等の崩落，飛散又は流出によ
る災害の発生を防止するため必要な措置を講
じるよう命じることができる。 

2 市長は，第9条第1項若しくは第3項又は第14

条第1項若しくは第7項の規定に違反して埋立
事業を行った者に対し，期限を定めて，当該埋
立事業に使用された土砂等の全部又は一部を
撤去し，及び土砂等の崩落，飛散又は流出によ
る災害の発生を防止するため必要な措置を講
じるよう命じることができる。 

(罰則) (罰則) 

第39条 略 第39条 略 

第40条 次のいずれかに該当する者は，50万円
以下の罰金に処する。 

第40条 次のいずれかに該当する者は，50万円
以下の罰金に処する。 

(1) 第9条第2項，第14条第5項，第19条又は第
27条第8項の規定による届出をせず，又は虚
偽の届出をした者 

(1) 第9条第3項，第14条第7項，第19条又は第
27条第8項の規定による届出をせず，又は虚
偽の届出をした者 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

(4) 第32条第2項の規定に違反して土砂等管
理台帳を保存しなかった者 

(4) 第32条第3項の規定に違反して土砂等管
理台帳を保存しなかった者 

(5) 略 (5) 略 

第41条 略 第41条 略 
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議案第１９号   

 

 

   柏市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につ  

いて  

 

 

 柏市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。  

 

 

  令和  ７年  ２月２１日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

水道法施行令及び水道法施行規則の改正に伴い，布設工事監督者

及び水道技術管理者の資格基準を改めたいので提案する。  
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柏市条例第   号  

 

   柏市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 

柏市水道事業給水条例（昭和３６年柏市条例第４２号）の一部を

次のように改正する。  

 

 第４４条第１号中「の土木工学科」を「において土木工学科」に

改め，「において衛生工学又は水道工学に関する学科目」を削り，

「２年以上水道」を「３年以上水道，工業用水道，下水道，道路又

は河川（以下この条において「水道等」という。）」に改め，「者」

の次に「（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。）」を加え，同条第２号中「の土木工学科又は

これ」を「において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に

改め，「において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科

目」を削り，「３年以上水道」を「４年以上水道等」に改め，「者」

の次に「（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者に限る。）」を加え，同条第３号中「高等専門学校」の次に

「（次号において「短期大学等」という。）」を，「修了した後」

の次に「。次号及び次条において同じ。」を加え，「水道」を「水

道等」に改め，「者」の次に「（２年６月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え，同条第８号

中「選択したものに限る」を「選択した者に限る。次条第７号にお

いて同じ」に，「水道に」を「水道等に」に，「有する者」を「有

するもの（６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者に限る。）」に改め，同号を同条第１０号とし，同条第７号

中「第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目又は第３号若

しくは第４号」を「第１号から第６号まで」に改め，「又は学科目」

を削り，「水道」を「水道等」に改め，「者」の次に「（それぞれ

当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え，

同号を同条第９号とし，同条第６号中「第１号又は第２号に規定す

る学校を」を「学校教育法による大学において第１号又は第２号に
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規定する学科又は課程を修めて」に，「第１号に規定する学校を卒

業した者にあっては１年以上，第２号に規定する学校を卒業した者

にあっては２年以上水道」を「第１号に規定する学科又は課程を修

めて卒業した者にあっては２年以上，第２号に規定する学科又は課

程を修めて卒業した者にあっては３年以上水道等」に，「有する者」

を「有するもの（第１号に規定する学科又は課程を修めて卒業した

者にあっては１年以上，第２号に規定する学科又は課程を修めて卒

業した者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）」に改め，同号を同条第８号とし，

同条第５号中「水道」を「水道等」に改め，「者」の次に「（５年

以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に

限る。）」を加え，同号を同条第７号とし，同号の前に次の 1 号を

加える。  

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当

する課程を修めて卒業した後，８年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

第４４条第４号中「中等教育学校」の次に「（次号において「高

等 学 校 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え ， 「 水 道 」 を 「 水 道 等 」 に 改 め ，

「者」の次に「（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。）」を加え，同号を同条第５号とし，同

条第３号の次に次の１号を加える。  

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当

する課程を修めて卒業した後，６年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（３年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

第４４条に次の１号を加える。  

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第

１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検

定に合格した者であって，３年以上水道等に関する技術上の実

務に従事した経験を有するもの（１年６月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

第４５条第１号を次のように改める。  
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(1) 前条第１号，第３号又は第５号に規定する学校において土木

工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した後，同条第１号に規定する学校を卒業した者については３

年以上，同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による

専門職大学の前期課程にあっては，修了した者。次号及び第４

号において同じ。）については５年以上，同条第５号に規定す

る学校を卒業した者については７年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者  

第４５条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め，「土

木工学以外の」を削り，「に関する学科目又はこれらに相当する学

科目」を「の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木

科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に改め，「（学校教育

法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は ， 修 了 し た 後 ） 」 及 び

「（同法による専門職大学の前期課程にあっては，修了した者）」

を 削 り ， 「 同 条 第 ４ 号 」 を 「 同 条 第 ５ 号 」 に 改 め ， 同 条 第 ４ 号 中

「 及 び 第 ４ 号 」 を 「 及 び 第 ５ 号 」 に ， 「 ， 工 学 」 を 「 工 学 」 に ，

「学科目」を「課程」に改め，「（学校教育法による専門職大学の

前期課程にあっては，修了した後）」及び「（同法による専門職大

学の前期課程にあっては，修了した者）」を削り，「同条第４号」

を「同条第５号」に改め，同条第５号中「第２号」を「第１号若し

くは第２号」に，「学科目」を「課程」に改め，同条に次の２号を

加える。  

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水

道部門に合格した者であって，１年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有するもの  

(8) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木

施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって，３年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの  

 

   附  則  

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。  
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議案第１９号資料  

   柏市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  

柏市水道事業給水条例（昭和３６年柏市条例第４２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

(布設工事監督者の資格) (布設工事監督者の資格) 

第44条 法第12条第2項に規定する条例で定め
る資格は，次のとおりとする。 

第44条 法第12条第2項に規定する条例で定め
る資格は，次のとおりとする。 

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による
大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工
学科又はこれに相当する課程において衛生
工学又は水道工学に関する学科目を修めて
卒業した後，2年以上水道に関する技術上の
実務に従事した経験を有する者 

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による
大学(短期大学を除く。以下同じ。)において
土木工学科又はこれに相当する課程を修め
て卒業した後，3年以上水道，工業用水道，
下水道，道路又は河川(以下この条において
「水道等」という。)に関する技術上の実務
に従事した経験を有する者(1年6月以上水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有
する者に限る。) 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又は
これに相当する課程において衛生工学及び
水道工学に関する学科目以外の学科目を修
めて卒業した後，3年以上水道に関する技術
上の実務に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法による大学において機械工学
科若しくは電気工学科又はこれらに相当す
る課程を修めて卒業した後，4年以上水道等
に関する技術上の実務に従事した経験を有
する者(2年以上水道に関する技術上の実務
に従事した経験を有する者に限る。) 

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専
門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門
学校において土木科又はこれに相当する課
程を修めて卒業した後(同法による専門職大
学の前期課程にあっては，修了した後)，5年
以上水道に関する技術上の実務に従事した
経験を有する者 

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専
門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門
学校(次号において｢短期大学等｣という。)に
おいて土木科又はこれに相当する課程を修
めて卒業した後）同法による専門職大学の前
期課程にあっては，修了した後。次号及び次
条において同じ。)，5年以上水道等に関する
技術上の実務に従事した経験を有する者(2

年6月以上水道に関する技術上の実務に従事
した経験を有する者に限る。) 

 (4) 短期大学等において機械科若しくは電気
科又はこれらに相当する課程を修めて卒業
した後，6年以上水道等に関する技術上の実
務に従事した経験を有する者(3年以上水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有
する者に限る。) 

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育
学校において土木科又はこれに相当する課
程を修めて卒業した後，7年以上水道に関す
る技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育
学校(次号において｢高等学校等｣という。)に
おいて土木科又はこれに相当する課程を修
めて卒業した後，7年以上水道等に関する技
術上の実務に従事した経験を有する者(3年6

月以上水道に関する技術上の実務に従事し
た経験を有する者に限る。) 

 (6) 高等学校等において機械科若しくは電気
科又はこれらに相当する課程を修めて卒業
した後，8年以上水道等に関する技術上の実
務に従事した経験を有する者(4年以上水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有
する者に限る。) 

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実
務に従事した経験を有する者 

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の
実務に従事した経験を有する者(5年以上水
道の工事に関する技術上の実務に従事した
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経験を有する者に限る。) 

(6) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業し
た者であって，学校教育法による大学院研究
科において1年以上衛生工学若しくは水道工
学に関する課程を専攻した後，又は大学の専
攻科において衛生工学若しくは水道工学に
関する専攻を修了した後，第1号に規定する
学校を卒業した者にあっては1年以上，第2

号に規定する学校を卒業した者にあっては2

年以上水道に関する技術上の実務に従事し
た経験を有する者 

(8) 学校教育法による大学において第1号又
は第2号に規定する学科又は課程を修めて卒
業した者であって，学校教育法による大学院
研究科において1年以上衛生工学若しくは水
道工学に関する課程を専攻した後，又は大学
の専攻科において衛生工学若しくは水道工
学に関する専攻を修了した後，第1号に規定
する学科又は課程を修めて卒業した者にあ
っては2年以上，第2号に規定する学科又は課
程を修めて卒業した者にあっては3年以上水
道等に関する技術上の実務に従事した経験
を有するもの(第1号に規定する学科又は課
程を修めて卒業した者にあっては1年以上，
第2号に規定する学科又は課程を修めて卒業
した者にあっては1年6月以上水道に関する
技術上の実務に従事した経験を有する者に
限る。) 

(7) 外国の学校において，第1号若しくは第2

号に規定する課程及び学科目又は第3号若し
くは第4号に規定する課程に相当する課程又
は学科目を，それぞれ当該各号に規定する学
校において修得する程度と同等以上に修得
した後，それぞれ当該各号に規定する最低経
験年数以上水道に関する技術上の実務に従
事した経験を有する者 

(9) 外国の学校において，第1号から第6号ま
でに規定する課程に相当する課程を，それぞ
れ当該各号に規定する学校において修得す
る程度と同等以上に修得した後，それぞれ当
該各号に規定する最低経験年数以上水道等
に関する技術上の実務に従事した経験を有
する者(それぞれ当該各号に規定する水道等
の最低経験年数の2分の1以上水道に関する
技術上の実務に従事した経験を有する者に
限る。) 

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1

項の規定による第2次試験のうち上下水道部
門に合格した者(選択科目として上水道及び
工業用水道を選択したものに限る。)であっ
て，1年以上水道に関する技術上の実務に従
事した経験を有する者 

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第
1項の規定による第2次試験のうち上下水道
部門に合格した者(選択科目として上水道及
び工業用水道を選択した者に限る。次条第7

号において同じ。)であって，1年以上水道等
に関する技術上の実務に従事した経験を有
するもの(6月以上水道に関する技術上の実
務に従事した経験を有する者に限る。) 

 (11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)

第37条第1項及び第2項の規定による土木施
工管理に係る1級の技術検定に合格した者で
あって，3年以上水道等に関する技術上の実
務に従事した経験を有するもの(1年6月以上
水道に関する技術上の実務に従事した経験
を有する者に限る。) 

(水道技術管理者の資格) (水道技術管理者の資格) 

第45条 法第19条第3項に規定する条例で定め
る資格は，次のとおりとする。 

第45条 法第19条第3項に規定する条例で定め
る資格は，次のとおりとする。 

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資
格を有する者 

(1) 前条第1号，第3号又は第5号に規定する学
校において土木工学科若しくは土木科又は
これらに相当する課程を修めて卒業した後，
同条第1号に規定する学校を卒業した者につ
いては3年以上，同条第3号に規定する学校を
卒業した者(同法による専門職大学の前期課
程にあっては，修了した者。次号及び第4号
において同じ。)については5年以上，同条第
5号に規定する学校を卒業した者については
7年以上水道に関する技術上の実務に従事し
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た経験を有する者 

(2) 前条第1号，第3号及び第4号に規定する学
校において土木工学以外の工学，理学，農学，
医学若しくは薬学に関する学科目又はこれ
らに相当する学科目を修めて卒業した後(学
校教育法による専門職大学の前期課程にあ
っては，修了した後)，同条第1号に規定する
学校を卒業した者については4年以上，同条
第3号に規定する学校を卒業した者(同法に
よる専門職大学の前期課程にあっては，修了
した者)については6年以上，同条第4号に規
定する学校を卒業した者については8年以上
水道に関する技術上の実務に従事した経験
を有する者 

(2) 前条第1号，第3号又は第5号に規定する学
校において工学，理学，農学，医学若しくは
薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木
工学科及び土木科並びにこれらに相当する
課程を除く。)を修めて卒業した後，同条第1

号に規定する学校を卒業した者については4

年以上，同条第3号に規定する学校を卒業し
た者については6年以上，同条第5号に規定す
る学校を卒業した者については8年以上水道
に関する技術上の実務に従事した経験を有
する者 

(3) 略 (3) 略

(4) 前条第1号，第3号及び第4号に規定する学
校において，工学，理学，農学，医学及び薬
学に関する学科目並びにこれらに相当する
学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学
校教育法による専門職大学の前期課程にあ
っては，修了した後)，同条第1号に規定する
学校を卒業した者については5年以上，同条
第3号に規定する学校を卒業した者(同法に
よる専門職大学の前期課程にあっては，修了
した者)については7年以上，同条第4号に規
定する学校を卒業した者については9年以上
水道に関する技術上の実務に従事した経験
を有する者 

(4) 前条第1号，第3号及び第5号に規定する学
校において工学，理学，農学，医学及び薬学
に関する課程並びにこれらに相当する課程
以外の課程を修めて卒業した後，同条第1号
に規定する学校を卒業した者については5年
以上，同条第3号に規定する学校を卒業した
者については7年以上，同条第5号に規定する
学校を卒業した者については9年以上水道に
関する技術上の実務に従事した経験を有す
る者

(5) 外国の学校において，第2号に規定する学
科目又は前号に規定する学科目に相当する
学科目を，それぞれ当該各号に規定する学校
において修得する程度と同等以上に修得し
た後，それぞれ当該各号に規定する最低経験
年数以上水道に関する技術上の実務に従事
した経験を有する者

(5) 外国の学校において，第1号若しくは第2

号に規定する課程又は前号に規定する課程
に相当する課程を，それぞれ当該各号に規定
する学校において修得する程度と同等以上
に修得した後，それぞれ当該各号に規定する
最低経験年数以上水道に関する技術上の実
務に従事した経験を有する者

(6) 略 (6) 略

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次
試験のうち上下水道部門に合格した者であ
って，1年以上水道に関する技術上の実務に
従事した経験を有するもの 

(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の
規定による土木施工管理に係る1級の技術検
定に合格した者であって，3年以上水道に関
する技術上の実務に従事した経験を有する
もの 
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